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諮問庁：経済産業大臣 

諮問日：平成２８年１月２０日（平成２８年（行情）諮問第３０号） 

答申日：平成３１年３月２６日（平成３０年度（行情）答申第５２９号） 

事件名：特定会社の個人情報の取扱いに関してやりとりを行ったメール等の一

部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

以下に掲げる文書１ないし文書３（以下「本件対象文書」という。）に

つき，その一部を不開示とした決定については，異議申立人が開示すべき

とし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については，別表６に

掲げる公務員の氏名及び別表７に掲げる特定職名Ａに係る公務員の氏名並

びに別表７に掲げる特定職名Ａないし特定職名Ｃに係る公務員の各職名を

開示すべきである。 

文書１ 特定会社の個人情報の取扱いに関してやりとりを行ったメール 

文書２ 文書１に添付された，想定問答，議事メモ，その他資料 

文書３ 「特定会社の個人情報保護法遵守に向けた対応策」と題する書

面，「共同利用の法解釈に関する消費者庁への確認」と題する書

面 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２７年８月２８日付け２０１５０

６２９公開経第５号により経済産業大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」

という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」といい，原処分に係る

開示決定通知書を「開示決定通知書」という。）について，これを取り消

し，改めて適切に開示決定を行うよう求める。 

 ２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書 

ア 処分庁が発した開示決定通知書では，請求に対して不開示とした箇

所が大量に存在し，法及び「行政機関の保有する情報の公開に関する

法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」（以下

「審査基準」という。）に基づいて適切に開示決定がなされておらず，

不当である。 

（ア）非開示とされた理由 
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開示決定通知書では，「２．不開示とした部分とその理由」に法

の以下の条文に該当するとの理由により不開示としたと記載されて

いる。 

ａ 法５条１号 

ｂ 法５条２号イ 

ｃ 法５条２号ロ 

ｄ 法５条５号 

ｅ 法５条６号 

（イ）個人情報保護による不開示について 

上記（ア）の不開示理由のうち，「法５条１号」の適用について

は，個人の氏名が開示決定通知書の「２．不開示とした部分とその

理由」にて記されてある「個人の氏名（経済産業省職員の氏名及び

役職は除く。）」との条件に「他省庁の職員の氏名及び役職も同じ

く除く」という条件が加わってマスキング処理されたのであれば，

この点に関しては適切であると考えられるため異議を申し立てない。

しかしこの条件が加わっていなければ経済産業省以外の他の省庁の

職員又は独立行政法人等の個人の名前もマスキングとされていると

解すのが自然であるため，こうした個人名がマスキングされている

とすれば不当である。個人の名前については改めてマスキングの条

件を審査し，開示／不開示の決定をされたい。 

（ウ）それ以外の不開示適用理由の適用部分について 

開示決定通知書においては，前述の法５条１号以外にも不開示と

された部分があり，その理由は法５条２号イ及びロ，５号並びに６

号であるとされる。これについて異議申立人が担当者に問い合わせ，

資料のうちマスキング処理されたどの部分がどの条文条項に該当し

ているのかの説明を求めたところ，対象箇所が大量であるため即日

の回答ができないことから，後日，担当者から不開示部分と該当理

由の一覧表を提供するとのことであった。これによると，開示資料

全９８１頁のうち計３０５頁，約３０％が不開示とされており，５

頁以上連続してマスキングされている箇所が２３箇所（計２５４

頁），最大で２８頁連続して頁全てがマスキングされている箇所も

存在する（資料１参照）（添付略）。また５頁以上にわたりマスキ

ング処理された頁が計２５４頁存在することから，少なくとも資料

の約２５％が全頁にわたりマスキング処理され不開示となっている。 

こうしたマスキング処理を見るに，法６条１項「行政機関の長は， 

開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合

において，不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除く

ことができるときは，開示請求者に対し，当該部分を除いた部分に
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つき開示しなければならない」との運用が正しくなされていない。

日時，施設名，担当部署名，項目名，その他固有名詞，頁番号等，

頁全てがマスキング処理されており，上記条文の「容易に区分して

除」いて開示した形跡が見られないため，不開示部分が過大に設定

され，不当である。 

（エ）開示・不開示の基本的考え方 

審査基準の「１．法５条の規定に基づく行政文書の開示（１）開

示・不開示の基本的考え方」では，「行政情報は原則開示」との考

えに立っており，「開示しないことに合理的な理由がある情報を不

開示情報としてできる限り明確かつ合理的に定め，この不開示情報

が記録されていない限り，開示請求に係る行政文書を開示しなけれ

ばならない。」とされている。このことから，前節で述べた法６条

１項及び上述の審査基準に照らし合わせれば，本件原処分における

不開示は適切になされているとはいい難く，不当である。 

イ 開示決定通知書に記載された非開示理由について 

開示決定通知書の「２．不開示とした部分とその理由」で５つの不

開示理由が記載されている。このうち，１つ目及び５つ目について

は異議を申し立てない。残る２つ目，３つ目，４つ目については以

下のとおり異議を申し立てる。 

   （ア）２つ目の不開示理由について 

２つ目の不開示理由は，「上記１．①，②及び③の行政文書中，

当該法人の営業上有する情報（システムセキュリティ，事業実績，

未公開の業務・サービス内容，関係会社との関係性，ノウハウ等）

等については，法人に関することであるが，公にされ，又は公にす

ることが予定されていない内部管理情報であって，公にすることに

よって，当該法人の経営方針や営業上の秘密が一般に把握され，当

該法人の信用や評価に不当な影響を及ぼすほか，競合他社等に容易

に模倣されうる，セキュリティ上の不利益が生じる等，当該法人の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり，法５

条２号イに該当するため，不開示とした。」とされている。 

このうち，次の点について異議がある。異議申立人が本件の行政

文書開示請求を行った時点で，当該法人の営業上有する情報でも公

になっている情報が多数存在する。例えば以下のものである。（省

略） 

これら既に公となっている情報やそれに類するものについては，

法５条２号イには該当しないと解するのが自然であり，これらを含

む情報を不開示とすれば不当であるため適切に開示するように求め

る。 
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（イ）３つ目の不開示理由について 

３つ目の非開示理由は，「上記１．①，②及び③の行政文書中，

当該法人が社外には出ないことを予定して作成した資料等について

は，法人に関することであるが，（中略）公にしないとの条件で任

意に提供されたものであって，法人における通例として公にしない

こととされているものと認められるものであり，また，公にするこ

とにより（中略）今後法人から情報を得ることができなくなる等の

不利益が生じ，当該事務の性質上，当該事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるため，法５条２号イ及びロ並びに同条６号に該

当するため，不開示とした。」とされている。 

上記説明の法５条２号イに該当するものについては，審査基準の

「（２）法人等に関する情報（法５条２号）（２－１）解釈②法５

条２号イ１）」において，「「その他正当な利益」とは，ノウハウ，

信用等法人等又は事業を営む個人の運営上の地位を広く含む。なお，

具体的に正当性を判断するに当たり，法令上又は社会通念上保護さ

れることが相当である当該法人等又は事業を営む個人の利益を指し，

公表を伴う行政処分の対象となった違法事実に関する情報はこれに

含まれない。」とされている。即ち，違法事実や法的に適切に取り

扱われていない行為において何らかの処分や指導を行った事実に関

する情報は法５条２号イに該当しないと解される。 

このことから，当該法人の個人情報の取扱いや特定規約の不備等

について適切でないと行政機関が判断し，必要な措置を講じるよう

指導した事柄に関する情報については，これらに該当する情報の不

開示は不当であり，開示を求める。なお，本件開示資料には個人情

報の開示請求に対する不備への指導及び個人情報の第三者提供の同

意取得の不備について行政機関と長期間にわたり何度も繰り返しや

り取りをしており，前者は個人情報保護法２５条，後者は個人情報

保護法２３条の遵守がなされていないことへの対応であることが強

く推測される。 

同様に審査基準の「（２）法人等に関する情報（法５条２号）

（２－１）解釈③法５条２号ロ２）」においては，「公にしないと

の条件を付すことの合理性の判断に当たっては，情報の性質に応じ，

当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが，必要に応

じ，その後の変化も考慮する必要がある。公にしないとの条件が付

されていても，現に当該情報が公にされている場合には，本号には

当たらない。」としている。すなわち，当該法人から当該資料の提

供時に公にしないことを条件に任意に提供されたとしても，原処分

決定時までの間に諸事の変化が生じており，公にされている当該情
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報について不開示とするのは不当であり，開示を求める。 

開示資料中には，当該法人が運営する特定事業の特定規約につい

て行政機関と規約条文を適正化するためのやり取りを行っており，

当該法人においては特定規約の改訂を何度も行っている。よってそ

の改訂に関して既に公となっている情報については法５条２号ロに

該当しないため，開示を求める。 

（ウ）４つ目の非開示理由について 

４つ目の非開示理由は，「上記１．①，②及び③の行政文書中，

行政機関内部及び相互間での検討事項，協議事項及び認識等につい

ては，公にされ，又は公にすることが予定されていない内部管理情

報であって，公にすることによって，具体的事案に応じた柔軟かつ

自由な意思形成を図ることが阻害されることになる等，率直な意見

の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，特定

の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあり，ま

た，対外的に公表することが予定されていない検討過程や検討結果

が公にされることで，具体的事案に応じた柔軟かつ自由な意思形成

を図ることが阻害されることになる等，当該事務の性質上，当該事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条５号及び６号

に該当するため，不開示とした。」とされている。 

一方，審査基準の「（５）審議，検討等情報（法５条５号）（５

－１）解釈①法５条５号３）」においては次のように定められてい

る。 

すなわち，「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれ」とは，「公にすることにより，外部からの圧

力や干渉等の影響を受けることなどにより，率直な意見の交換若し

くは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合をいい，

適正な意思決定手続の確保を保護利益とするものである。例えば，

審議，検討等の場における発言内容が公になると，発言者やその家

族に対して危害が及ぶおそれがある場合（例えば，利害関係の対立

の激しい事項についての審議等を行う審議会等において，特定の意

見を主張する者に対して，その反対派や利害関係者から，当該発言

者やその家族に対し無言電話や嫌がらせが行われるような場合な

ど）には，法５条４号等の他の不開示情報に該当する可能性もある

が，「率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ」が生じたり，

また，行政機関内部の政策の検討がまだ十分でない情報が公になり，

外部からの圧力により当該政策に不当な影響を受けるおそれがあり，

「意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」が生じたりするこ

とを指す。」とされている。 
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行政機関内の具体的に特定される個人に対し外部から不当な圧力

等が生じる蓋然性が高い場合において該当するとされている。本件

資料の不開示情報のうち，具体的にどの情報について審査基準が想

定する状況になり得るという蓋然性が高いのか，個別具体的，客観

的に説明できないのであれば，この理由による不開示は不当である

ため，適切に開示するように求める。 

同様に，審査基準の「（５）審議，検討等情報（法５条５号）

（５－１）解釈①法５条５号５）」においては，「特定の者に不当

に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」について次のように

定められている。 

「尚早な時期に事実関係の確認が不十分な情報などを公にするこ

とにより，投機を助長するなどして，特定の者に不当に利益を与え

又は不利益を及ぼす場合をいう。」とされている。 

しかしながら，開示資料は行政機関と当該法人がやり取りした特

定年月日までの内容であり，これらの内容のうち継続中の課題を除

き解決済みの課題については既に当該法人が何らかの適切な措置を

講じたと考えられる。これらの情報については「尚早な時期に事実

関係の不十分な情報など」に該当しないため，これらの情報を不開

示とするのは不当である。また，当該法人は株式非公開企業であり，

市場において直接的に利益を受ける若しくは不利益を被るものは存

在しないため，この理由により不開示とするのは不当である。 

（２）意見書１ 

異議申立人から平成２８年２月２２日付けで意見書１が当審査会宛て

に提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当でない旨の意見が提出

されており，その内容は記載しない。）。 

（３）意見書１の補遺 

異議申立人から平成２８年２月２６日付けで上記（２）の意見書１へ

の補遺が当審査会宛てに提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当

でない旨の意見が付された意見書への補遺であるため，その内容は記載

しない。）。 

 （４）意見書２ 

    意見書２は，処分庁が新たに提出した補充理由説明書（下記第３の

２）と既に提出されている理由説明書（下記第３の１）を併せて検討し，

改めて処分庁の主張に対して意見を述べるものである。以下に本書の構

成をあらかじめ示す。 

① 処分庁の「精査」の在り方 

② 補充理由説明書への検討 

   ア 処分庁の「精査」の在り方 
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処分庁は少なくとも４回，本件開示請求から補充理由説明書に至る

までに「精査」を行っていると考えられる。すなわち，本件開示請

求に対する原処分に際して，また異議申立て後に発した部分開示理

由変更決定，また審査会に提出した理由説明書，そして今回の補充

理由説明書に際してである。このうち理由説明書には「慎重に精

査」，補充説明書には「改めて精査」との記載があり，処分庁とし

て確かに「精査」したとの主張がなされている。 

その一方，異議申立てがなされた後に通常ではあまり行われること

のない開示理由変更決定を行ったことや，今回の補充理由説明書の

中では処分庁の審査基準に適合しない不開示部分への説明が見られ

るなど，基本的な確認，事項が抜け落ち，精査とはいえない決定や

説明がなされている。 

イ 補充理由説明書への検討 

（ア）「非常勤職員の氏名及び肩書を除く」との記載 

補充理由説明書の別表１の「箇所」の欄には，「非常勤職員の氏

名及び肩書を除く」との記載がある。これは行政職員のうち，常勤

職員ではない非常勤職員の氏名と肩書きを不開示対象としていると

推察される。これは法５条１号の個人に関する情報に該当するため

に不開示としたと考えられる。 

しかし法５条１号ハでは「当該個人が公務員等（中略）である場

合において，当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，

当該情報のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る

部分」は除外する旨が定められている。また審査基準では，「行政

機関における公務員の職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏

名については，「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについ

て」（平成１７年８月３日付け情報公開に関する連絡会議申合せ。

以下「申合せ」という。）により，特設の支障が生ずるおそれがあ

る場合を除き，公にするものとするとされている。」とある。 

（ＵＲＬ省略） 

よって別表１に「非常勤職員の氏名及び肩書を除く」と記載され

ている部分の不開示は不当であり，開示すべきである。 

（イ）法５条における検討について 

処分庁は補充理由説明書の別表３にて，法の以下に該当するとし

て，不開示にしたと説明している。 

法５条１号 

法５条２号イ 

法５条２号ロ 

法５条５号 
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法５条６号 

法５条の各項目について検討する前に，審査基準にある開示・不

開示についての基本的な考え方を示しておく。 

「（１）開示・不開示の基本的考え方 

本法は，国民主権の理念にのっとり，政府の諸活動を国民に説明

する責務が全うされるようにすることを自的とするものであること

から，行政情報は原則開示との考え方に立っている。しかしながら，

一方で，個人，法人等の権利利益や，国の安全，公共の利益等も適

切に保護すべき必要があり，開示することの利益と開示しないこと

の利益とを適切に比較衡量する必要がある。」 

なお，処分庁が提出した理由説明書，補充理由説明書には，開示

することの利益と開示しないことの利益を適切に比較衡量したとい

う記載はないことを申し添えておく。 

ａ 法５条１号について 

補充理由説明書の別表３では「非公表の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものについては，法

５条１号に該当するため，不開示とした。」との記載がある。

この主張については，まず第一に「非公表の個人」が公表され

ていない個人の情報であることの証明がされなければならない。 

次に，「非公表の個人」が具体的にどのような属性を表現して

いるのか，公務員等に該当するのか，そうでないのか不明であ

る。前述したように，公務員等に該当するのであれば法５条１

号ハおよび審査基準に照らして開示されなければならない。公

務員等に該当しないのであれば，法５条１号に該当する個人に

関する情報であると解される。 

他方，同号について審査基準では解釈として「なお，同号の各

規定の解釈に当たっては，以下の点に留意するものとし，特定

の個人を識別することができることとなる記述等以外の部分は

他人の権利利益を害するおそれがない限り，法５条１号に規定

する不開示情報ではないものとして取り扱うことになる。した

がって，他の不開示情報の規定に該当しない限り，当該部分は

法６条２項の規定により開示されることになる。」としており，

これらに該当する場合には開示すべきである。 

ｂ 法５条２号イについて 

法５条２号イは「公にすることにより，当該法人等又は当該個

人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るもの」とされており，また審査基準では正当性については

「正当性を判断するに当たり，法令上又は社会通念上保護され
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ることが相当である当該法人等又は事業を営む個人の利益を指

し，公表を伴う行政処分の対象となった違法事実に関する情報

はこれに含まれない。」としている。 

すなわち，法令上又は社会通念上保護されると解されることが

必要条件であり，違法事実に基づく利益や競争上の地位，その

他利益は保護の対象とはならない。よって保護すべき利益とは，

違法性を伴わない「正当な利益」と証明される場合のみ不開示

とされるのが適切であり，それがなされない場合は保護する利

益とはいえず，開示するべきである。 

本件においては，複数の個人や団体から特定会社の個人情報の

取扱いについて疑義が表明されており，特に特定団体の「特定

要望書」は処分庁にも提出されている。この要望書では特定会

社が個人情報保護法（断りがない場合は改正前の個人情報保護

法をいう。）や刑法の一部に抵触していると指摘しており，処

分庁は当然これらの指摘について妥当か否かを検討し，何らか

の判断を下したものと考えられる。このことは，開示資料のう

ち「特定会社の個人情報保護法遵守に向けた対応案」，「共同

利用の法解釈に関する消費者庁への確認」，「特定会社におけ

る個人情報保護法に関する状況について」という文書名から，

少なくとも特定会社が個人情報保護法に遵守していない状況，

違法事実があったと処分庁が判断していたことがうかがえる。 

こうした状況において，仮に処分庁が積極的にこの違法事実を

公表していなかったとしても，公文書開示請求など公的手段で

情報を求められた際に正当な利益にとどまらず違法事実による

利益までも保護するような部分までを不開示とするならば，同

種の事業を行う法人等と特定法人は公正な競争関係になく，処

分庁が特定法人に不当な利益を得る環境であることを黙認する

こととなる。違法な個人情報の取扱いを受けている膨大な特定

会員のみならず，たとえその後２年以上にわたって特定会社の

個人情報取扱いについて処分庁が指導，助言していたとしても，

処分庁が違法事実を認識してから指導，助言等が完了するまで

発生していた特定会社の違法事実に関わる利益や，違法事実に

よって被った特定会員の不利益や同種事業の不利益について，

処分庁は何ら救済する意思がないと受け取らざるを得ない。 

よって審査会におかれては「正当な利益」と証明されないもの，

及び審査基準にある比較衡量を適切に行い，改めて開示の判断

を下されたい。 

ｃ 法５条２号ロについて 
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法５条２号ロは「行政機関の要請を受けて，公にしないとの条

件で任意に提供されたものであって，法人等又は個人における

通例として公にしないこととされているものその他の当該条件

を付することが当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理

的であると認められるもの」とされている。 

「当時の状況等に照らして」とは，当該情報の提供当時の諸般

の事情を考慮して判断されるが，必要に応じてその後の状況等

の変化も考慮する必要がある。公にしないとの条件があっても，

既に公にされている場合などは開示すべきである。 

「合理的である」とは処分庁との間で公にしないとの合意があ

れば当該情報は全て不開示として保護されるわけではなく，公

にしないとすることが合理的なものでなければならない。また

「通例」とは提供者の個別具体的な事情ではなく，提供者が属

する業界等における通常の取扱いを意味し，提供者において公

にしていないことだけを意味するものではない。 

よって審査会におかれては上記を勘案し，及び審査基準にある

比較衡量を適切に行い，改めて開示の判断を下されたい。 

ｄ 法５条５号について 

本号は「国の機関，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独

立行政法人の内部又は相互間における審議，検討又は協議に関

する情報であって，公にすることにより，率直な意見の交換若

しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に国

民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を

与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」とされている。 

処分庁は補充理由説明書で「率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれ」「特定の者に不当に利

益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」「具体的事案に応じ

た柔軟かつ自由な意思形成を図ることが阻害されることになる

等当該事務の性質上，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それ」があると述べている。 

審査基準にあるとおり，ここで使われる「おそれ」とは単なる

可能性ではなく，個別具体的な蓋然性が伴わなければならない。

よって本号を適用し不開示としたそれぞれの部分について，開

示した場合にどのような事象が発生し得る蓋然性があるか，個

別具体的に説明されなければならない。 

また「意思決定の中立性が不当に損なわれる」とする部分につ

いては，有形無形にかかわらず，直接的なものだけでなく間接

的なものも含め，圧力により「不当な」影響を受ける蓋然性に
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ついて説明がされなければならない。他方，意思決定が完了し

ているものについては，本号に該当する場合は少なくなること

が予測できることを述べておく。 

なお，「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼ

す」ことについては，既に特定会員及び特定会社と競争関係に

ある法人等にとっては直接的，間接的に不利益を被っており，

本号を適用することによる利益あるいは不利益は，これらの前

者の不利益と比較衡量し勝っていると証明されなければ，この

号の適用は不当である。よって審査会においてはこれらを勘案

し精査されたい。 

ｅ 法５条６号について 

本号は「国の機関，独立行政法人等，地方公共団体又は地方独

立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって，公にす

ることにより，次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性

質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるもの」とされている。 

処分庁は補充理由説明書の鑑文の３（下記第３の２（３）），

別表２，別表３及び別表４で本号が適用されるとしている。処

分庁はここで，「公にされることをおそれてかかる情報提供を

ちゅうちょする結果，正確な情報の収集や収集した情報に基づ

く助言や指導が妨げられる」，「公にすることにより今後法人

からの情報を得ることができなくなる等の不利益が生じ」るこ

とで，当該事務の性質上，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあると主張する。 

異議申立人はこれまで述べてきたとおり，法の下で適切に開示

すべきものを開示するように求めており，請求対象となった情

報を法に背いてでも開示せよと求めるものではない。すなわち，

上記ｃで述べたように，公にしないという前提で提供された情

報は全て不開示としなければならないとはされておらず，開示

されることもあり得ると審査基準に記されている。 

このことについては法の条文を通り一遍に読んで本号を適用さ

せるのではなく，法の理念を理解し少なくとも審査基準を精読

しさえすれば，単に情報提供元への信頼に背く行為ではないこ

とが理解できる。すなわち，これは処分庁に限らず行政機関一

般にいえることだが，こうした法の理念や仕組みを行政機関が

十分に理解しまた一般にも理解を促す努力をすることが最も重

要であり，情報提供者のちゅうちょなどにより情報提供を受け

られなくなる等の不利益や，それにより当該事務の適正な遂行
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に支障を及ぼすと一概に主張するのは怠慢という他ない。 

他方，本件と具体的に関わっている個人情報保護法でいえば，

３２条では法人等に報告を徴収する権限を定めており，また個

人情報保護法３４条では勧告及び措置命令を出すことができる

と定めている。任意による情報提供以外にも情報を取得するす

べが備わっており，また命令に従わない場合若しくは虚偽の報

告をした場合には罰則も定められている。 

以上を勘案し，審査会におかれては本号の適用が適切か否かを

十分検討されたい。 

（ウ）法７条における検討について 

法７条では，公益上の理由による裁量的開示について次のように 

定められている。「行政機関の長は，開示請求に係る行政文書に不

開示情報が記録されている場合であっても，公益上特に必要がある

と認めるときは，開示請求者に対し，当該行政文書を開示すること

ができる。」 

また審査基準では以下のように記されている。 

「法７条の規定に基づき，公益上の理由から不開示情報の裁量的 

開示を行う場合には，同規定の解釈として以下の点に注意するもの

とする。 

１）「公益上特に必要があると認めるとき」 

法５条各号の不開示情報の規定に該当する情報であるが，高度の

行政的な判断により，公にすることに，当該保護すべき利益を上回

る公益上の必要性があると認められる場合を意味する。 

当該規定により保護する利益と当該情報を公にすることの公益上

の必要性との比較衡量は，法５条各号においても行われる場合があ

るが，法７条では，法５条の規定を適用した場合に不開示となる場

合であっても，なお公にすることに公益上の必要性があると認めら

れる場合には，開示することができるとするものである。なお，公

益上の必要性については，具体的開示請求について，その時点にお

ける諸般の事情を考慮して判断することが適当であるが，緊急事態，

特殊事情もこの比較衡量の際の考慮要素になり得る。」 

処分庁が提出した理由説明書，補充理由説明書では法７条に関し

て一切の言及がないことから，処分庁は法人の利益保護のみを観点

とし不開示と判断したと考えられる。よって処分庁の判断には法７

条の観点が抜け落ちており，偏重した不当な不開示だといえる。審

査会においては改めて精査され，適切に開示されたい。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 
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（１）経緯 

本件開示請求に対し，処分庁は，本件対象文書を特定し，平成２７年

８月２８日付けで法５条各号の不開示情報に該当する部分を除き，これ

を開示する原処分を行った。 

これに対して，異議申立人は，行政不服審査法（昭和３７年法律第１

６０号）４条１項の規定に基づき，平成２７年１０月２３日付けで，処

分庁に対して，原処分のうち不開示とした部分について，その取消しを

求める異議申立てを行った。 

（２）原処分及びその理由 

処分庁は，本件対象文書のうち，法５条１号，２号イ及びロ，５号並

びに６号に掲げる不開示情報に該当する部分を除いて開示する原処分を

行った。 

原処分において，不開示とした部分とその理由は，別紙のとおりであ

る。 

（３）異議申立人の主張についての検討 

異議申立人は，異議申立書の５「異議申立ての理由」の１）及び２）

（上記第２の２（１）ア及びイ）において，異議申立ての理由を記載し

ていることから，以下それぞれ検討する。 

ア 不開示適用理由の適用部分について 

異議申立人は，異議申立書の５「異議申立ての理由」の１）Ｃ）

（上記第２の２（１）ア（ウ））において，開示した資料のうちマ

スキング処理されたどの部分がどの条文条項に該当しているのか不

明確であり，また，マスキング処理された部分が大部であることか

ら，法６条１項に規定されている部分開示の運用が正しくなされて

おらず，不開示部分が過大に設定され，不当であるとしている。 

上記の主張を踏まえて改めて原処分を確認したところ，マスキング

処理された行政文書が大部であるが，マスキング処理された部分は

不開示情報に該当する部分のみをマスキング処理しており，その不

開示とする箇所と理由も妥当（詳細な説明は下記イに記載。）であ

るものの，原処分の開示決定通知書の不開示とした部分とその理由

の記載について，どの文書がどの不開示とされた条文条項に該当し

ているかにつきより明確にするため，改めて平成２８年１月１５日

付けで原処分を変更する開示決定を行った。（別添１。省略） 

イ 不開示箇所の妥当性について 

（ア）「個人情報保護による不開示について（異議申立書中，５の１）

Ｂ）（上記第２の２（１）ア（イ））個人情報保護による不開示に

ついて）に対応」 

異議申立人は，個人の氏名が開示決定通知書の「２．不開示とし
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た部分とその理由」にて記されてある「個人の氏名（経済産業省職

員の氏名及び役職は除く。）」との条件に「他省庁の職員の氏名及

び役職も同じく除く」という条件が加わってマスキング処理された

のであれば，この点に関しては適切であると考えられるため異議を

申し立てないとしているところ，当該情報については他省庁の職員

の氏名及び役職も同じく不開示箇所から除かれているため原処分は

妥当である。 

（イ）「法人の不利益情報について（異議申立書中，５の２）Ａ）（上

記第２の２（１）イ（ア））２つ目の不開示理由について）に対

応」 

異議申立人は，当該法人の営業上有する情報でも公になっている

情報が多数存在するとしている。そして，既に公となっている情報

やそれに類するものについては，法５条２号イには該当しないとす

る。 

しかし，本行政文書開示決定における不開示情報（法５条２号

イ）の中には，異議申立人が主張するような公となっている情報又

はそれに類するものはなく，異議申立人が主張しているＵＲＬ等に

て公にされている情報については開示されている。これは，行政文

書変更決定通知書に添付した不開示理由一覧表８３のメール内容等

でも明らかであり，原処分では公になっている情報は開示対象とし

ている。 

原処分において，法５条２号イに該当するとして不開示決定した

部分には，既に公となっている情報やそれに類するものは存在せず，

「秘密【Ｓ：社内限り】」等と明記されているものはもちろんのこ

と，明記がないものであっても，当該法人の未公開の業務や事業実

績，営業上のノウハウ等，当該法人が営業上有する内部情報等であ

るため，いずれも法５条２号イに該当する。 

（ウ）「法人の不利益情報について（異議申立書中，５の２）Ｂ）（上

記第２の２（１）イ（イ））３つ目の不開示理由について）に対

応」 

ａ 異議申立人は，「違法事実や法的に適切に取り扱われていない

行為において何らかの処分や指導を行った事実に関する情報は法

５条２号イに該当しないと解される」として，審査基準を引用す

る。しかし，審査基準は，「公表を伴う行政処分の対象となった

違法事実に関する情報はこれに含まれない」としているところ，

これは，既に公表されている情報であるため，開示を行っても法

５条２号イに該当しないということを示しているにすぎない。 

本件開示請求の対象となっている事案は，特定会社の個人情報
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の取扱いに関し，規約の改定を含めた特定会社の対応等に対し

て，必要な助言等を行ったものであり，いずれも公表を伴うも

のではない。これは，具体的な助言内容やそれに対する特定会

社の認識，判断及び対応ぶり等について，法の定めなく一方的

に公表することは，様々な誤解を招いたり，特定会社の信用や

評価に不当な影響を及ぼすおそれがあったりする等の不利益が

生じるため法５条２号イに該当する。 

ｂ また，異議申立人は，「当該法人から当該資料の提供時に公に

しないことを条件に任意に提供されていたとしても，原処分時ま

での間に諸事の変化が生じており，公にされている当該情報につ

いて不開示とするのは不当であり，開示を求める。」として，特

定規約の改定に関して既に公となっている情報については法５条

２号ロに該当しないとすると主張している。 

しかし，原処分における不開示情報には，「原処分決定時まで

の間に諸事の変化が生じており，公にされている情報」はない。

また，いずれも，「秘密【Ｓ：社内限り】」等と公にしないも

のであることが明記されているか，明記がない場合であっても，

当該法人の営業上のノウハウや未公開情報等のように，公にし

ないことを当然の前提として提供を受けている等，当該情報の

性質，当時の状況等に照らして公にしないとの条件が付された

ものと合理的に認められるものであり，いずれも法５条２号ロ

に該当する。 

（エ）「国の事務について（異議申立書中，５の２）Ｃ）（上記第２の

２（１）イ（ウ））４つ目の不開示理由について）に対応」 

ａ 異議申立人は，法５条５号について，まず，「具体的にどの情

報について審査基準が想定する状況になり得るという蓋然性が高

いのか，個別具体的，客観的に説明できないのであれば，この理

由による不開示は不当である」とする。 

異議申立人も引用する審査基準における判断基準では，①「率

直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ」が生じたり，②行

政機関内部の政策の検討がまだ十分でない情報が公になり，外

部からの圧力により当該政策に不当な影響を受けるおそれがあ

り，「意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」が生じた

りすることを指すとされている。 

本件では，特定会社を所管する担当原課，個人情報保護法の所

管課並びに消費者からの相談窓口となる担当課及び担当省庁等

との間で，それぞれの立場から，適切な結果となるよう予断な

く意見交換したものであり，他の意見にも配慮を示したりする



 

 16 

など，公開されることを前提とせずに自由にかつ柔軟に意見を

述べ合ったものである。そのため，本件では法律に基づいた行

政処分がなく，公表を前提とした対応をしていないことにも鑑

みれば，特定会社に対する助言等を行う過程についての自由な

検討状況を公表することになれば，建前のみの硬直した主張の

応酬しかすることができず，具体的な対応を採ることができな

いことになる。また，本件に関しては，異議申立人も情報公開

請求書にて引用するように，これまで様々な媒体等において

種々の意見が述べられてきたところ，原処分にて，意思決定に

関わった者は既に開示されているため，同人らに対して，特定

会社への対応ぶりとして，例えば改めて法律に基づく行政処分

を行うべき又は他の方法を採るべきといった圧力等が掛けられ

ることにより，意思決定に不当な影響を受けるおそれがある。

さらに，公表を前提としていない対応がなされているところ，

検討状況が公表されることは，特定会社への対応を公表したの

と同視できる結果となり，自由な意思決定が阻害されることと

なる。 

以上のとおり，本件では，具体的事案に基づいて適切な対応を

採るべく自由に意見交換を行っているところ，仮に，このよう

な意見交換が公開されることになれば，事案に応じた柔軟な対

応や解釈を行うことができないことになり，これでは，適正な

意思決定手続が確保できず，まさに率直な意見の交換が不当に

損なわれることになるため，法５条５号の不開示理由に該当す

る。 

ｂ 次に，異議申立人は，「特定の者に不当に利益を与え若しくは

不利益を及ぼすおそれ」について，審査基準の「尚早な時期に事

実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより，投機を

助長するなど」との部分を引用しつつ，「これらの内容のうち継

続中の課題を除き解決済みの課題については既に当該法人が何ら

かの適切な措置を講じたと考えられる。これらの情報については

「尚早な時期に事実関係の不十分な情報など」に該当しない」と

する。 

しかしながら審査基準は，「投機を助長するなど」と記載して

いることからも明らかなように，これは例示に過ぎず，本号は，

投機に関することでなければならないものではない。 

上記ａと同様に，本件不開示部分を開示すれば，本来公にする

ことが予定されていないはずの処分庁内における検討状況や，

職員と当該法人との意見交換等が明らかになることになるが，
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そこでは，当時の特定会社の対応に対する法律的な判断や社会

的な影響等について検討しているため，これを公にすることに

よって，特定会社の社会的評価や信用等が害されるおそれがあ

り，当該法人や利害関係者にとって不利益を及ぼすことになる

おそれがあるところ，これは法５条５号に該当するものである。 

（オ）以上のとおり，本行政文書開示決定における開示決定はいずれも

適切なものであって，異議申立人の主張には理由がない。 

２ 補充理由説明書 

（１）原処分において，不開示とした部分について，改めて精査した結果，

別表１に掲げる部分については，経済産業省の職員の氏名並びに他省庁

の職員の氏名及び役職名又はその他開示可能な情報であると認められる

ことから，新たに開示することとする。 

（２）理由説明書（上記１）の別紙の文中「個人の氏名（経済産業省職員の

氏名及び役職は除く。）については，非公表の個人に関する情報であっ

て，特定の個人を識別することができるものであり，法５条１号に該当

するため，不開示とした。」を「非公表の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものについては，法５条１号に該当

するため，不開示とした。」に訂正する。 

（３）別表２に掲げる各不開示部分には，特定会社から経済産業省に提供さ

れた，当該会社内部における検討段階の未確定情報及び営業ノウハウ等

の内部管理情報が記載されており，これを公にすることにより，今後の

同種の事案に際して，経済産業省が所管法令等に基づき事業者等に情報

の提供を求めても，当該事業者等が，提供する情報を公にされることを

おそれて，かかる情報提供をちゅうちょする結果，正確な情報の収集や

収集した情報に基づく助言や指導が妨げられるなど，経済産業省の事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法５条６号柱書き

の不開示事由を追加する。 

（４）上記１（３）アの原処分を変更する決定及び上記（１）ないし（３）

を踏まえ，不開示理由の一覧及び異議申立人が開示を求めるも，なお不

開示を維持すべき部分の一覧を改めてそれぞれ別表３及び別表４のとお

り整理する。 

 ３ 結論 

以上のとおり，本件異議申立てについては何ら理由がなく，原処分の正

当性を覆すものではない。 

したがって，本件異議申立てについては，棄却することとしたい。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２８年１月２０日  諮問の受理 
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② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年２月１日      審議 

④ 同月２２日       異議申立人から意見書１を収受 

⑤ 同月２６日       異議申立人から意見書１の補遺を収受 

⑥ 平成３１年２月１日   委員の交代に伴う所要の手続の実施，本

件対象文書の見分及び審議 

⑦ 同月１８日       審議 

⑧ 同月２５日       諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑨ 同年３月１１日     異議申立人から意見書２を収受 

⑩ 同月２２日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

   本件対象文書は，文書１ないし文書３の３文書である。 

  異議申立人は，本件対象文書の不開示部分のうち，別表３に掲げる不開

示理由②ないし④に該当する部分及び不開示理由①に該当する部分のうち，

公務員の氏名等に係る部分の開示を求めているものと解され，諮問庁は，

原処分において不開示とした部分のうち，別表１に掲げる部分は開示する

こととするが，その余の異議申立人が開示を求める部分（以下「本件不開

示部分」という。）は法５条１号，２号イ及びロ，５号並びに６号柱書き

に該当するためなお不開示とすべきとしていることから，以下，本件対象

文書の見分結果に基づき，本件不開示部分の不開示情報該当性について検

討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）本件対象文書について 

  ア 本件対象文書について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認さ

せたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

（ア）文書１は，特定会社の個人情報の取扱いに関して，経済産業省の

担当部署が関係部署，関係省庁及び特定会社との間でやり取りした

一連のメールである。 

（イ）文書２は，経済産業省の担当部署が関係部署及び特定会社との間

でやり取りした一連のメールに添付されていた，経済産業省の担当

部署が作成した応答要領及び特定会社との打合せに係る議事メモ等

並びに特定会社が作成した経済産業省の担当部署への説明資料等で

ある。 

（ウ）文書３は，経済産業省の関係部署が保有する，個人情報の保護に

係る対応策の検討及び関係省庁への確認事項等が記載された資料で

ある。 

（エ）文書１ないし文書３は，いずれも経済産業省組織令８９条１項１
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号及び５号に基づき，特定会社の事業を所管する担当部署が行った，

同社からの情報収集及び同社に対する指導等のやり取りに係る文書

並びに同令８２条１項３号に基づき，情報処理に関する個人情報の

保護に関する事項を所管する関係部署及び関係省庁等との間で行っ

た検討等に係る文書である。 

  イ 上記アの諮問庁の説明を踏まえ，以下，検討する。 

（２）文書１の不開示情報該当性について 

ア 別表４に掲げる文書１に係る不開示部分のうち，特定会社の非公開

の直通電話番号及び直通ＦＡＸ番号並びに社員の担当部署名及び所属

する部署の所在地については，これを公にすると，いたずらや偽計等

に使用されることにより，当該部署の通常業務における必要な連絡や

対応に支障を来すなど，同社の正当な利益を害するおそれがあると認

められることから，法５条２号イに該当し，不開示とすることが妥当

である。 

イ 別表４に掲げる文書１に係る不開示部分のうち，上記アに掲げる部

分を除く部分は，一般に公にしないことを前提として経済産業省と特

定会社及び関係省庁との間で行われたやり取りに係る情報であって，

当該情報に関する経済産業省内及び関係省庁間の検討内容等が記載さ

れていることが認められる。 

当該部分は，これを公にすると，将来の同種の事案に際して，経済

産業省の担当部署が所管法令等に基づき事業者等に情報の提供を求

めても，当該事業者等が同省とのやり取りの内容を公にされること

をおそれてかかる情報提供をちゅうちょする結果，正確な情報の収

集を行うことが困難になるなど，国の機関の事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあると認められることから，法５条６号柱書き

に該当し，同条２号イ及びロ並びに５号について判断するまでもな

く，不開示とすることが妥当である。 

（３）文書２及び文書３の不開示情報該当性について 

  ア 別表４に掲げる文書２及び文書３に係る本件不開示部分のうち，別

表５に掲げる通し番号並びに通し番号２６０及び通し番号２６１に係

る部分には，特定会社に係る経済産業省内及び関係省庁間の検討事項

及び協議内容等が記載されていることが認められる。 

当該部分は，これを公にすると，将来の同種の事案に際して，経済

産業省の担当部署が所管法令等に基づき事業者等に情報の提供を求

めても，当該事業者等が同省に提供する情報を公にされることをお

それて，かかる情報提供をちゅうちょする結果，正確な情報の収集

が困難となるなど，国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあると認められることから，法５条６号柱書きに該当し，同
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条２号イ及びロ並びに５号について判断するまでもなく，不開示と

することが妥当である。 

イ 別表４に掲げる文書２及び文書３に係る本件不開示部分のうち，上

記アに掲げる部分を除く部分には，特定会社から経済産業省に提供さ

れた，同社内部における検討段階の未確定情報を含む事業の具体的な

実施内容・方法・状況等が記載されていることが認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，特定会社の業務内容や営

業方針等の検討過程等の内部管理情報が明らかとなり，当該会社の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認め

られるので，法５条２号イに該当し，同条２号ロ及び６号柱書きに

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

 （４）公務員の氏名及び職名の不開示情報該当性について 

   ア 本件不開示部分のうち，別表６及び別表７に掲げる部分には公務員

の氏名及び職名が記載されていることが認められ，これらは法５条

１号本文前段の個人に関する情報であって，特定の個人を識別する

ことができるものに該当する。当該部分を不開示としたことにつき，

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁から，

別表７に掲げる部分について，当該公務員はいずれも特定職名Ａな

いし特定職名Ｃの各職種からなる非常勤職員であり，その氏名及び

職名は公表慣行がないことから，同号に該当するため，不開示とし

た旨説明があった。 

   イ しかしながら，別表６に掲げる部分には経済産業省の常勤職員に係

る氏名が記載されていることが認められる。 

公務員の氏名については，各行政機関は，申合せにより，その所属

する職員（補助的業務に従事する非常勤職員を除く。）の職務遂行

に係る情報に含まれる当該職員の氏名については，特段の支障の生

ずるおそれがある場合を除き，公にすることとされている。また，

当該常勤職員の氏名は，これを公にしても特段の支障の生ずるおそ

れがあるとは認められないことから，法５条１号ただし書イに規定

する，慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情

報に該当し，開示すべきである。 

ウ また，別表７に掲げる特定職名Ａないし特定職名Ｃに係る公務員の

各職名は，いずれも各職務の遂行に係る情報であると認められること

から法５条１号ただし書ハに該当し，開示すべきである。 

エ さらに，別表７に掲げる特定職名Ａないし特定職名Ｃに係る非常勤

職員の各職務内容につき，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認さ

せたところ，諮問庁から，特定職名Ａに係る非常勤職員は，常勤職員

が行う個人情報保護法の解釈及び分析に係る業務並びにその他個人情
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報保護法の運用に係る業務について，支援を行うものとされており，

専門的業務に従事する職員として任用されている，また，特定職名Ｂ

に係る非常勤職員は，所属する課室において事務的業務を補助する職

員として，特定職名Ｃに係る非常勤職員は，消費者相談の処理に係る

業務及び製品安全に関する関係法令の執行に係る業務に補助的に従事

する職員として，それぞれ任用されている旨説明があった。 

上記諮問庁の説明によれば，特定職名Ｂ及び特定職名Ｃに係る非常

勤職員は，その職務内容に照らせば，申合せの下での氏名の公表対

象から除外される「補助的業務に従事する非常勤職員」に該当する

と認められることから，当該非常勤職員の氏名は，法５条１号ただ

し書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当すると認めるべき

事情も存しない。また，個人識別部分に該当するため，法６条２項

の部分開示の余地はない。したがって，当該非常勤職員の氏名は同

号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

しかしながら，特定職名Ａに係る非常勤職員は，その職務内容に照

らせば，申合せの下での氏名の公表対象から除外される「補助的業

務に従事する非常勤職員」に該当するとは認められず，また，その

氏名を公にしても，申合せにいう特段の支障の生ずるおそれがある

とも認められないことから，当該非常勤職員の氏名は，法５条１号

ただし書イに規定する，慣行として公にされ，又は公にすることが

予定されている情報に該当し，開示すべきである。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 付言 

原処分に係る開示決定通知書において，複数の不開示理由が提示されて

いるが，不開示部分のうち，いずれの部分がそれぞれの不開示理由に該当

するのか特定されておらず，各不開示理由と不開示とされた部分との対応

関係が不明であり，求められる理由の提示として十分とはいえない。諮問

庁は，原処分の後に，開示変更決定を行い，本件対象文書に通し番号を付

した上で，当該通し番号に対応する不開示理由を提示しているが，当該変

更決定をもってしてもなお，当該各通し番号における不開示部分がそれぞ

れの不開示理由に該当するのかが明確にされたとはいい難い。 

このため，原処分及び開示変更決定における理由の提示は，行政手続法

８条の趣旨に照らし，適切さを欠くものであるといわざるを得ない。 

また，原処分に係る開示決定通知書において，「開示する行政文書の名

称」の欄に文書１ないし文書３の３文書しか記載されておらず，かかる記

載の仕方では，実際に特定された文書が，大量のメール及びその添付文書
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等からなることを開示請求者が把握することは困難といわざるを得ない。 

よって，本件開示決定に当たっては，当初より，個々のメール等をそれ

ぞれ独立した行政文書として特定すべきであったと考えられる。 

  処分庁においては，上記の点につき，今後適切な対応が望まれる。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，２号イ

及びロ，５号並びに６号に該当するとして不開示とした決定については，

異議申立人が開示すべきとし，諮問庁が同条１号，２号イ及びロ，５号並

びに６号柱書きに該当するとしてなお不開示とすべきとしている部分のう

ち，別表４に掲げる部分並びに別表７に掲げる特定職名Ｂ及び特定職名Ｃ

に係る公務員の氏名は，同条１号，２号イ及び６号柱書きに該当すると認

められるので，同条２号ロ及び５号について判断するまでもなく，不開示

としたことは妥当であるが，別表６に掲げる公務員の氏名及び別表７に掲

げる特定職名Ａに係る公務員の氏名並びに別表７に掲げる特定職名Ａない

し特定職名Ｃに係る公務員の各職名は，同条１号に該当せず，開示すべき

であると判断した。 

（第２部会） 

 委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙 原処分における不開示部分及びその理由 

 

 本件対象文書中，個人の氏名（経済産業省職員の氏名及び役職は除く。）に

ついては，非公表の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することが

できるものについては，法５条１号に該当するため，不開示とした。 

本件対象文書中，当該法人の営業上有する情報（システムセキュリティ，事

業実績，未公開の業務・サービス内容，関係会社との関係性，ノウハウ等）等

のうち，公にされ，又は公にすることが予定されていない内部管理情報につい

ては，公にすることによって，当該法人の経営方針や営業上の秘密が一般に把

握され，当該法人の信用や評価に不当な影響を及ぼすほか，競合他社等に容易

に模倣され得る，セキュリティ上の不利益が生じる等，当該法人の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当するた

め，不開示とした。 

本件対象文書中，当該法人が社外に出ないことを予定して作成した資料等に

ついては，法人に関することであるが，公にされ，又は公にすることが予定さ

れていない内部管理情報であって，行政機関の要請を受けて，公にしないとの

条件で任意に提供されたものであって，法人における通例として公にしないこ

ととされているものと認められるものであり，また，公にすることにより当該

法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり，さらに，

公にすることにより今後法人から情報を得ることができなくなる等の不利益が

生じ，当該事務の性質上，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

ため，法５条２号イ及びロ並びに同６号に該当するため，不開示とした。 

本件対象文書中，行政機関内部及び相互間での検討事項，協議事項及び認識

等については，公にされ，又は公にすることが予定されていない内部管理情報

であって，公にすることによって，具体的事案に応じた柔軟かつ自由な意思形

成を図ることが阻害されることになる等，率直な意見の交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれ，特定の者に不当に利益を与え若しくは不

利益を及ぼすおそれがあり，また，対外的に公表することが予定されていない

検討過程や検討結果が公にされることで，具体的事案に応じた柔軟かつ自由な

意思形成を図ることが阻害されることになる等，当該事務の性質上，当該事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条５号及び６号に該当するた

め，不開示とした。 

本件対象文書中，当省職員のメールアドレス及びファイルの保管場所につい

ては，情報セキュリティ上の問題があるため，公にすることにより当省事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法５条６号に該当するため

不開示とした。 
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別表１ 新たに開示することとする部分 

 

新たに開示することとする部分 

通し 

番号 

文書 

番号 
文書名 箇所 

３ 文書１ メール３ １頁７行目 

１２ 文書１ メール１１ 
１頁１３行目及び２頁２６行目ないし２

８行目 

１４ 文書１ メール１２ １頁２６行目ないし２８行目 

１５ 文書１ メール１３ １２行目ないし１４行目 

１７ 文書１ メール１４ ２頁２１行目ないし２３行目 

２０ 文書１ メール１６ 

１頁２４行目及び２５行目，２頁３０行

目及び３１行目，３頁１１行目及び１２

行目並びに４頁２行目ないし４行目 

２１ 文書１ メール１７ 
１頁９行目及び１０行目並びに３頁２５

行目ないし２７行目 

２２ 文書１ メール１８ 
１頁２４行目及び２５行目並びに３頁１

行目ないし３行目 

２３ 文書１ メール１９ 

１頁１０行目，１１行目，３５行目及び

３６行目並びに２頁２３行目ないし２５

行目 

２４ 文書１ メール２０ 

１頁１６行目ないし１８行目，２頁９行

目及び１０行目並びに３頁１行目ないし

３行目 

２５ 文書１ メール２１ 
１頁３３行目及び３４行目並びに２頁２

６行目ないし２８行目 

２６ 文書１ メール２２ 
１頁２３行目及び２頁９行目ないし１１

行目 

２７ 文書１ メール２３ 
１頁１２行目ないし１４行目及び２頁４

行目ないし８行目 

２９ 文書１ メール２５ ３頁１９行目 

３０ 文書１ メール２６ ２頁２２行目 

３１ 文書１ メール２７ ２頁５行目 

３５ 文書１ メール３１ １頁３１行目 

３６ 文書１ メール３２ ２頁８行目及び３６行目 

３７ 文書１ メール３３ 
１頁２０行目，６頁２９行目並びに７頁

５行目及び１１行目１文字目ないし２４
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文字目 

３９ 文書１ メール３４ ６行目 

４１ 文書１ メール３５ 
１頁３０行目，２頁２１行目及び３頁９

行目１５文字目ないし２５文字目 

４２ 文書１ メール３６ 
１頁１６行目並びに２頁６行目及び３３

行目１５文字目ないし２５文字目 

４３ 文書１ メール３７ 
２頁６行目及び３３行目１５文字目ない

し２５文字目 

４４ 文書１ メール３８ 

１頁１０行目，１３行目及び１４行目並

びに２頁２２行目１５文字目ないし２５

文字目 

４６ 文書１ メール３９ 

１頁１０行目，１１行目及び３５行目並

びに２頁２５行目１５文字目ないし２５

文字目 

４８ 文書１ メール４０ 
１頁２０行目及び２頁１１行目１５文字

目ないし２５文字目 

５０ 文書１ メール４１ 

６頁７行目，１４行目及び２０行目１文

字目ないし２４文字目並びに７頁３行目

２７文字目ないし４０文字目及び４行目 

５１ 文書１ メール４２ 

４頁３７行目，５頁２８行目並びに６頁

４行目，１０行目１文字目ないし２４文

字目，１４行目２７文字目ないし４０文

字目及び１５行目 

５２ 文書１ メール４３ 

２行目ないし１１行目（非常勤職員の氏

名及び肩書を除く。以下同），１４行目

ないし２６行目，２８行目１５文字目な

いし２５文字目，２９行目ないし３５行

目及び頁番号 

５４ 文書１ メール４４ 

２行目１文字目ないし４文字目，３行目

ないし８行目，１１行目ないし１９行目

（非常勤職員の氏名及び肩書を除く），

２２行目１２文字目ないし１７文字目及

び頁番号 

５５ 文書１ メール４５ 

５頁１０行目及び１７行目並びに６頁１

行目１文字目ないし２４文字目，５行目

２７文字目ないし４０文字目及び６行目 

５６ 文書１ メール４６ 
１頁２行目ないし８行目，１４行目ない

し２３行目（非常勤職員の氏名及び肩書
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を除く）及び２６行目ないし３６行目

（非常勤職員の氏名及び肩書を除く），

２頁１行目ないし９行目（非常勤職員の

氏名及び肩書を除く），１５行目ないし

２４行目（非常勤職員の氏名及び肩書を

除く）及び３４行目ないし４２行目（非

常勤職員の氏名及び肩書を除く），３頁

１行目ないし４行目（非常勤職員の氏名

を除く），１１行目ないし１８行目（非

常勤職員の氏名及び肩書を除く）及び３

６行目及び３７行目，４頁１行目ないし

１２行目（非常勤職員の氏名及び肩書を

除く），１６行目４９文字目ないし５２

文字目及び１７行目並びに各頁番号 

５８ 文書１ メール４７ 

１頁２行目ないし１１行目（非常勤職員

の氏名及び肩書を除く）及び１４行目な

いし３３行目（非常勤職員の氏名及び肩

書を除く），２頁１行目ないし１０行目

（非常勤職員の氏名及び肩書を除く），

２０行目ないし３２行目（非常勤職員の

氏名及び肩書を除く）及び３９行目，３

頁１行目ないし７行目（非常勤職員の氏

名及び肩書を除く）及び２５行目ないし

３８行目（非常勤職員の氏名及び肩書を

除く），４頁３行目の４９文字目ないし

５２文字目及び４行目並びに各頁番号 

６０ 文書１ メール４８ 

１頁２行目ないし２０行目（非常勤職員

の氏名及び肩書を除く）及び２６行目な

いし３５行目（非常勤職員の氏名及び肩

書を除く），２頁８行目ないし２０行目

（非常勤職員の氏名及び肩書を除く）及

び２７行目ないし３４行目（非常勤職員

の氏名及び肩書を除く），３頁１３行目

ないし２６行目（非常勤職員の氏名及び

肩書を除く），３０行目４９文字目ない

し５２文字目及び３頁３１行目並びに各

頁番号 

６２ 文書１ メール４９ １頁２行目ないし９行目，１８行目ない
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し２６行目（非常勤職員の氏名及び肩書

を除く）及び３２行目ないし３９行目

（非常勤職員の氏名及び肩書を除く），

２頁１行目，２行目，１２行目ないし２

４行目（非常勤職員の氏名及び肩書を除

く）及び３１行目ないし３８行目（非常

勤職員の氏名及び肩書を除く），３頁１

７行目ないし３０行目（非常勤職員の氏

名及び肩書を除く），３４行目４９文字

目ないし５２文字目及び３５行目並びに

各頁番号 

６３ 文書１ メール５０ 

１頁２行目ないし１０行目（非常勤職員

の氏名及び肩書を除く），１６行目ない

し２５行目（非常勤職員の氏名及び肩書

を除く）及び３５行目ないし３７行目，

２頁１行目ないし１０行目（非常勤職員

の氏名及び肩書を除く），１７行目ない

し２４行目（非常勤職員の氏名及び肩書

を除く），３頁２行目ないし１５行目

（非常勤職員の氏名及び肩書を除く），

１９行目４９文字目ないし５２文字目及

び２０行目並びに各頁番号 

６５ 文書１ メール５１ 

１頁６行目，７行目，１６行目，３０行

目４８文字目ないし５２文字目及び３１

行目 

６７ 文書１ メール５２ 
１頁５行目９文字目ないし２２文字目，

２２行目及び２９行目の右側 

６８ 文書１ メール５３ １８行目１０文字目ないし３２文字目 

７２ 文書１ メール５５ 

４頁２６行目並びに５頁３行目，９行目

１文字目ないし２４文字目，１３行目２

７文字目ないし４０文字目及び１４行目 

７３ 文書１ メール５６ 

２頁６行目，１３行目及び１９行目１文

字目ないし２４文字目並びに３頁２行目

２７文字目ないし４０文字目及び３行目 

７４ 文書１ メール５７ 

３頁１７行目及び２４行目並びに４頁５

行目１文字目ないし２４文字目，９行目

２７文字目ないし４０文字目及び１０行

目 
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７５ 文書１ メール５８ 

３頁８行目，１５行目及び２１行目１文

字目ないし２４文字目並びに４頁目４行

目２７文字目ないし４０文字目及び５行

目 

７６ 文書１ メール５９ 

２頁２５行目並びに３頁２行目，８行目

１文字目ないし２４文字目，１２行目２

７文字目ないし４０文字目及び１３行目 

７７ 文書１ メール６０ 

２頁１１行目及び１８行目並びに３頁２

行目１文字目ないし２４文字目，６行目

２７文字目ないし４０文字目及び７行目 

７８ 文書１ メール６１ 

１頁２行目ないし８行目及び３３行目な

いし４１行目，２頁２行目１５文字目な

いし２５文字目及び３行目ないし９行目

並びに各頁番号 

７９ 文書１ メール６２ 

１頁２行目１文字目ないし４文字目，３

行目ないし９行目（非常勤職員の氏名を

除く），１９行目ないし３１行目（非常

勤職員の氏名及び肩書を除く）及び３８

行目，２頁１行目ないし７行目（非常勤

職員の氏名及び肩書を除く）及び２５行

目ないし３８行目（非常勤職員の氏名及

び肩書を除く），３頁３行目４９文字目

ないし５２文字目及び４行目並びに各頁

番号 

８０ 文書１ メール６３ 

１頁２行目１文字目ないし４文字目，３

行目ないし９行目（非常勤職員の氏名を

除く）及び１８行目ないし２５行目（消

費者庁の職員のメールアドレス並びに非

常勤職員の氏名及び肩書を除く），２頁

３行目ないし１８行目（非公開の内線番

号，直通電話番号及びＦＡＸ番号並びに

消費者庁の職員のメールアドレスを除

く）並びに各頁番号 

８２ 文書１ メール６５ 

３頁３４行目ないし３７行目，５頁３４

行目（８文字目ないし１３文字目を除

く）ないし３７行目並びに６頁２６行目

（５文字目ないし１３文字目を除く）な

いし２９行目 
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８４ 文書１ メール６７ 
５頁２５行目（５文字目ないし１３文字

目を除く）ないし２８行目 

８５ 文書１ メール６８ 

１頁１８行目並びに２頁１行目，７行目

１文字目ないし２４文字目，１１行目

（１文字目ないし１５文字目及び２７文

字目ないし４０文字目）及び１２行目 

９８ 文書１ メール７８ 
１頁２７行目の１８文字目ないし３４文

字目 

１０２ 文書１ メール８０ ２頁９行目ないし１３行目 

１０３ 文書１ メール８１ 
２頁７行目及び３頁１７行目６文字目な

いし２３文字目 

１０４ 文書１ メール８２ ２頁２６行目６文字目ないし２３文字目 

１０５ 文書１ メール８３ ２頁１３行目６文字目ないし２３文字目 

１０８ 文書１ メール８６ １頁７行目及び８行目 

１１１ 文書１ メール８７ ２頁５行目 

１１２ 文書１ メール８８ １頁３２行目 

１１３ 文書１ メール８９ １頁１８行目 

１１６ 文書１ メール９２ １頁２４行目及び２９行目 

１２０ 文書１ メール９６ １頁１７行目 

１２２ 文書１ メール９８ １頁１７行目，１９行目及び２１行目 

１２７ 文書１ メール１０３ １頁３１行目 

１３７ 文書１ メール１１１ １頁８行目及び３頁４０行目 

１３８ 文書１ メール１１２ ４頁５行目 

１３９ 文書１ メール１１３ １頁８行目及び２頁３２行目 

１４３ 文書１ メール１１６ ２頁２７行目ないし３５行目 

１４４ 文書１ メール１１７ 
１頁３８行目ないし４３行目及び２頁１

行目ないし３行目 

１４５ 文書１ メール１１８ ２頁２２行目及び２３行目 

１４６ 文書１ メール１１９ １頁３８行目及び３９行目 

１４８ 文書１ メール１２１ １頁１０行目及び１１行目 

１５４ 文書１ メール１２６ １頁１１行目及び１２行目 

１５９ 文書１ メール１３１ 
２頁１行目１文字目ないし２０文字目及

び３頁５行目１文字目ないし２０文字目 

１６０ 文書１ メール１３２ ２頁２行目１文字目ないし２０文字目 

１６１ 文書１ メール１３３ １頁２０行目１文字目ないし２０文字目 

１６８ 文書１ メール１３９ 
７頁３０行目及び３１行目２２文字目な

いし２９文字目 
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１６９ 文書１ メール１４０ 
７頁３０行目及び３１行目２２文字目な

いし２９文字目 

１７０ 文書１ メール１４１ 

７頁４行目１文字目ないし４１文字目及

び６３文字目ないし６５文字目並びに５

行目 

１７７ 文書１ メール１４７ ２頁３３行目 

１７９ 文書１ メール１４９ 

１頁９行目，１０行目，３４行目及び３

５行目，２頁２８行目並びに３頁３０行

目 

１８２ 文書１ メール１５１ 
４頁２９行目及び３０行目２２文字目な

いし２９文字目 

１８３ 文書１ メール１５２ 
１頁８行目並びに３頁２行目及び３行目

２２文字目ないし２９文字目 

１８５ 文書１ メール１５３ 
２頁２６行目１文字目ないし３７文字目

及び５９文字目並びに２７行目 

１８６ 文書１ メール１５４ 
１頁８行目及び９行目，２頁６行目並び

に３頁１８行目 

１８８ 文書１ メール１５５ 

２頁１行目ないし３行目の各右側，４行

目，５行目，６行目の右側，２５行目１

文字目ないし３７文字目及び５９文字目

並びに２６行目 

１８９ 文書１ メール１５６ 

１頁８行目，１８行目ないし２０行目の

各右側，２１行目，２２行目及び２３行

目の右側 

１９１ 文書１ メール１５７ 
１頁８行目並びに７頁４１行目及び４２

行目２２文字目ないし２９文字目 

１９３ 文書１ メール１５８ 

５頁９行目９文字目ないし２９文字目及

び１０行目並びに７頁１８行目及び１９

行目２２文字目ないし２９文字目 

１９４ 文書１ メール１５９ 

５頁４行目９文字目ないし２９文字目及

び５行目並びに７頁１４行目及び１５行

目２２文字目ないし２９文字目 

１９５ 文書１ メール１６０ 
５頁４１行目及び４２行目２２文字目な

いし２９文字目 

１９６ 文書１ メール１６１ 

３頁９行目９文字目ないし２９文字目及

び１０行目並びに５頁３０行目（１文字

目ないし３７文字目及び５９文字目）及

び３１行目 
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１９７ 文書１ メール１６２ １頁８行目 

１９９ 文書１ メール１６３ 

７頁２１行目１文字目ないし３７文字目

及び５９文字目，２２行目並びに２３行

目１文字目ないし２２文字目及び４４文

字目ないし５１文字目 

２００ 文書１ メール１６４ １頁８行目及び９行目並びに２頁８行目 

２０３ 文書１ メール１６６ １頁４２行目 

２０４ 文書１ メール１６７ １頁２３行目 

２０６ 文書１ メール１６９ １頁８行目 

２０８ 文書１ メール１７０ 
７頁４行目及び５行目２４文字目ないし

３１文字目 

２０９ 文書１ メール１７１ 
７頁１５行目及び１６行目２４文字目な

いし３１文字目 

２１０ 文書１ メール１７２ 
５頁３６行目及び３７行目２４文字目な

いし３１文字目 

２１１ 文書１ メール１７３ 
５頁２６行目及び２７行目２３文字目な

いし３０文字目 

２１２ 文書１ メール１７４ 
４頁３４行目１文字目ないし３９文字目

及び３５行目 

２１５ 文書１ メール１７６ １頁８行目 

２１９ 文書１ メール１７９ 
９頁２５行目及び２６行目２２文字目な

いし２９文字目 

２２０ 文書１ メール１８０ 

１頁１３行目，３頁２８行目及び２９行

目１文字目ないし６文字目並びに９頁２

２行目１文字目ないし３９文字目及び２

３行目 

２２１ 文書１ メール１８１ 
１頁８行目並びに２頁３０行目及び３１

行目１文字目ないし６文字目 

２２３ 文書１ メール１８２ １頁１０行目及び２頁３行目 

２２６ 文書１ メール１８４ １頁８行目及び１９行目 

２２８ 文書１ メール１８５ １頁８行目及び１５行目 

２３５ 文書１ メール１８９ １頁８行目及び１６行目 

２３７ 文書１ メール１９０ １頁８行目及び１６行目 

２３９ 文書１ メール１９１ 

１頁９行目及び２２行目，２頁７行目１

文字目ないし３９文字目及び６１文字目

ないし６４文字目，８行目並びに５頁１

６行目，１７行目１文字目ないし３４文

字目及び５６文字目ないし６０文字目，
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１８行目１文字目ないし３１文字目及び

５３文字目ないし５５文字目並びに１９

行目 

２４１ 文書１ メール１９２ 

３頁２７行目，２８行目１文字目ないし

３４文字目及び５６文字目ないし６０文

字目，２９行目１文字目ないし３１文字

目及び５３文字目ないし５５文字目，３

０行目 

２４２ 文書１ メール１９３ １頁８行目及び２頁１５行目 

２４４ 文書１ メール１９４ ３頁２１行目 

２４５ 文書１ メール１９５ ２頁１９行目 

２４６ 文書１ メール１９６ １頁８行目及び３５行目 

２６５ 文書１ メール２１０ 

１頁３１行目ないし４３行目（消費者庁

の非公開の内線番号，直通電話番号及び

ＦＡＸ番号並びに職員のメールアドレス

を除く） 

４ 文書２ 

添付ファイル１

（メール３添

付） 

文書名及び各頁番号 

４０ 文書２ 

添付ファイル６

（メール３４添

付） 

１頁１行目ないし５行目，６行目１文字

目ないし６文字目，７行目及び８行目並

びに２頁３０行目 

５３ 文書２ 

添付ファイル１

０（メール４３

添付） 

１頁１行目ないし３行目，２頁１行目な

いし１２行目 

５７ 文書２ 

添付ファイル１

１（メール４６

添付） 

１頁１行目ないし３行目 

１０９ 文書２ 

添付ファイル２

３（メール８６

添付） 

１頁１行目及び４３行目 

１４０ 文書２ 

添付ファイル２

７（メール１１

３添付） 

１頁２行目の１文字目ないし９文字目 
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別表２ 法５条６号柱書きの不開示理由を追加することとする部分 

 

文書１ 通し番号１４８の添付ファイル名の不開示部分 

通し番号２，５ないし１１，９１，１１２，１１３，１１９，１２

０，１２９，１４７，２４４ないし２４６，２５６及び２５７の各

メール本文の各不開示部分 

通し番号２５８及び２５９の各件名及び各メール本文の各不開示部

分 

文書２ 通し番号４９の添付ファイルの不開示部分 

文書３ 通し番号２６０の資料の不開示部分 
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別表３ 不開示とする理由 

 

不開示

理由番

号 

 

不開示とする理由 

① 

非公表の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することが

できるものについては，法５条１号に該当するため，不開示とし

た。 

② 

当該法人の営業上有する情報（システムセキュリティ，事業実績，

未公開の業務・サービス内容，関係会社との関係性，ノウハウ等）

等については，法人に関することであるが，公にされ，又は公にす

ることが予定されていない内部管理情報であって，公にすることに

よって，当該法人の経営方針や営業上の秘密が一般に把握され，当

該法人の信用や評価に不当な影響を及ぼすほか，競合他社等に容易

に模倣されうる，セキュリティ上の不利益が生じる等，当該法人の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり，法５

条２号イに該当するため，不開示とした。 

③ 

当該法人が社外には出ないことを予定して作成した資料等について

は，法人に関することであるが，公にされ，又は公にすることが予

定されていない内部管理情報であって，行政機関の要請を受けて，

公にしないとの条件で任意に提供されたものであって，法人におけ

る通例として公にしないこととされているものと認められるもので

あり，また，公にすることにより当該法人の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあり，さらに，公にすることによ

り今後法人からの情報を得ることができなくなる等の不利益が生

じ，当該事務の性質上，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるため，法５条２号イ及びロ並びに同６号に該当するため，

不開示とした。 

④ 

行政機関内部及び相互間での検討事項，協議事項及び認識等につい

ては，公にされ，又は公にすることが予定されていない内部管理情

報であって，公にすることによって，具体的事案に応じた柔軟かつ

自由な意思形成を図ることが阻害されることになる等，率直な意見

の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，特定

の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあり，ま

た，対外的に公表することが予定されていない検討過程や検討結果

が公にされることで，具体的事案に応じた柔軟かつ自由な意思形成

を図ることが阻害されることになる等，当該事務の性質上，当該事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条５号及び６号
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に該当するため，不開示とした。 

⑤ 

職員のメールアドレス及びファイルの保管場所については，情報セ

キュリティ上の問題があるため，公にすることにより職員の事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法５条６号に該

当するため不開示とした。 
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別表４ 異議申立人が開示を求める部分（公務員の氏名及び役職を除く。）の

うち，なお不開示を維持すべきとする部分 

 

通し番

号（行

政文書

変更決

定通知

書の別

紙２の

「 番

号」に

対応） 

文 書

番号 
種類 番号 

メールの送

受信日時又

は添付ファ

イルが添付

された元の

メール 

不開示部分（別表１

に掲げる部分並びに

別表３の「不開示理

由番号」①及び⑤に

該当する部分」を除

く） 

不開示

理由 

（法５

条該当

号） 

１ 
文 書

１ 
メール １ 

２０１５年

５月８日１

４:５６ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

２ 
文 書

１ 
メール ２ 

２０１５年

５月７日１

９:０９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

３ 
文 書

１ 
メール ３ 

２０１５年

５月７日１

９:０７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 
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特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

４ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
１ 

メール３添

付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

５ 
文 書

１ 
メール ４ 

２０１５年

６月４日１

２:０７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

６ 
文 書

１ 
メール ５ 

２０１５年

６月２日２

１:０３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

７ 
文 書

１ 
メール ６ 

２０１５年

６月２日１

９:４２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 
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８ 
文 書

１ 
メール ７ 

２０１５年

６月２日１

７:２２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

９ 
文 書

１ 
メール ８ 

２０１５年

６月１日１

８:３９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

１０ 
文 書

１ 
メール ９ 

２０１５年

６月１日１

７:４０ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

１１ 
文 書

１ 
メール １０ 

２０１５年

５月２９日

１８:４８ 

全て 

２号イ

及び６

号 

１２ 
文 書

１ 
メール １１ 

２０１５年

１月３０日

１９:４９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 
２号イ

及びロ
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並びに

６号 

１３ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
２ 

メール１１

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１４ 
文 書

１ 
メール １２ 

２０１５年

１月２９日

１６:０９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１５ 
文 書

１ 
メール １３ 

２０１５年

１月２８日

１９:４０ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１６ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３ 

メール１３

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１７ 
文 書

１ 
メール １４ 

２０１５年

１月３０日

１４:３６ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 
２号イ

及びロ
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並びに

６号 

１８ 
文 書

１ 
メール １５ 

２０１５年

１月２９日

１６:３７ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１９ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４ 

メール１５

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２０ 
文 書

１ 
メール １６ 

２０１５年

１月６日１

１:１４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２１ 
文 書

１ 
メール １７ 

２０１５年

１月６日１

１:０７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２２ 
文 書

１ 
メール １８ 

２０１５年

１月５日２

１:２１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 
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上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２３ 
文 書

１ 
メール １９ 

２０１５年

１月５日１

８:１８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２４ 
文 書

１ 
メール ２０ 

２０１５年

１月５日１

３:４７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２５ 
文 書

１ 
メール ２１ 

２０１５年

１月５日１

３:４３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 
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２６ 
文 書

１ 
メール ２２ 

２０１４年

１２月２６

日 １ ７ : ５

２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２７ 
文 書

１ 
メール ２３ 

２０１４年

１２月２６

日 １ ６ : ３

７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２８ 
文 書

１ 
メール ２４ 

２０１４年

１２月２６

日 １ ６ : ３

７ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２９ 
文 書

１ 
メール ２５ 

２０１４年

１２月２５

日７:４３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに
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６号 

３０ 
文 書

１ 
メール ２６ 

２０１４年

１２月２２

日 １ ２ : ０

９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

３１ 
文 書

１ 
メール ２７ 

２０１４年

１２月２２

日 １ ２ : ０

１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

３２ 
文 書

１ 
メール ２８ 

２０１４年

１２月１９

日 １ ２ : ２

４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

３３ 文 書 メール ２９ ２０１４年 全て ２ 号
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１ １２月１６

日９:４９ 

イ，５

号及び

６号 

３５ 
文 書

１ 
メール ３１ 

２０１４年

１２月４日

１９:１６ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

３６ 
文 書

１ 
メール ３２ 

２０１４年

１１月２８

日 １ ８ : ２

３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

３７ 
文 書

１ 
メール ３３ 

２０１４年

１１月２０

日 １ ４ : ２

２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

３８ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
５ 

メール３３

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

３９ 
文 書

１ 
メール ３４ 

２０１４年

１１月１４

日 １ ６ : ２

５ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

４０ 文 書 添付フ ６ メール３４ 全て ２号イ
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２ ァイル 添付 及 び

ロ，５

号並び

に６号 

４１ 
文 書

１ 
メール ３５ 

２０１４年

１１月１３

日 １ ８ : １

４ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

４２ 
文 書

１ 
メール ３６ 

２０１４年

１１月１３

日 １ ７ : ４

５ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

４３ 
文 書

１ 
メール ３７ 

２０１４年

１１月１３

日 １ ６ : ０

８ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

４４ 
文 書

１ 
メール ３８ 

２０１４年

１１月１３

日 １ ５ : ３

７ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

４５ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
７ 

メール３８

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

４６ 
文 書

１ 
メール ３９ 

２０１４年

１１月１２

日 ２ ０ : ０

０ 

メール添付ファイル

のファイル名 

５号及

び６号 

上記以外の全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

４７ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
８ 

メール３９

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

４８ 
文 書

１ 
メール ４０ 

２０１４年

１１月１２

日 １ ２ : １

メール添付ファイル

のファイル名 

５号及

び６号 

上記以外の全て ２ 号
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９ イ，５

号及び

６号 

４９ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
９ 

メール４０

添付 
全て 

２号イ

及び６

号 

５０ 
文 書

１ 
メール ４１ 

２０１４年

１１月１１

日 ２ ０ : ０

０ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

５１ 
文 書

１ 
メール ４２ 

２０１４年

１１月１１

日 １ ８ : ４

４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

５２ 
文 書

１ 
メール ４３ 

２０１４年

１１月１１

日 １ ７ : ５

７ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

５３ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
１０ 

メール４３

添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

５４ 
文 書

１ 
メール ４４ 

２０１４年

１１月１１

日 １ ７ : ３

全て 

２ 号

イ，５

号及び
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６ ６号 

５５ 
文 書

１ 
メール ４５ 

２０１４年

１１月１１

日 １ ７ : ２

２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

５６ 
文 書

１ 
メール ４６ 

２０１４年

１１月１１

日 １ ５ : ０

３ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

５７ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
１１ 

メール４６

添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

５８ 
文 書

１ 
メール ４７ 

２０１４年

１１月１１

日 １ ４ : ５

７ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

５９ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
１２ 

メール４７

添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

６０ 
文 書

１ 
メール ４８ 

２０１４年

１１月１１

日 １ ４ : ３

７ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

６１ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
１３ 

メール４８

添付 
全て 

２号イ

及 び
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ロ，５

号並び

に６号 

６２ 
文 書

１ 
メール ４９ 

２０１４年

１１月１１

日 １ ４ : ２

８ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

６３ 
文 書

１ 
メール ５０ 

２０１４年

１１月１１

日 １ ４ : ０

７ 

メール添付ファイル

のファイル名 

５号及

び６号 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

６４ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
１４ 

メール５０

添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

６５ 
文 書

１ 
メール ５１ 

２０１４年

１１月１１

日 １ １ : ３

８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

６６ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
１５ 

メール５１

添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

６７ 
文 書

１ 
メール ５２ 

２０１４年

１１月１０
全て 

２ 号

イ，５
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日 １ ８ : ５

９ 

号及び

６号 

６８ 
文 書

１ 
メール ５３ 

２０１４年

１１月１０

日 １ ６ : ３

３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

６９ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
１６ 

メール５３

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

７０ 
文 書

１ 
メール ５４ 

２０１４年

１１月１０

日 １ ０ : ４

９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

７１ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
１７ 

メール５４

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

７２ 
文 書

１ 
メール ５５ 

２０１４年

１１月５日

１７:４６ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 
２号イ

及びロ
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並びに

６号 

７３ 
文 書

１ 
メール ５６ 

２０１４年

１１月４日

１０:５０ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

７４ 
文 書

１ 
メール ５７ 

２０１４年

１０月３１

日 １ ９ : １

５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

７５ 
文 書

１ 
メール ５８ 

２０１４年

１０月３１

日 １ ９ : ０

４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

７６ 
文 書

１ 
メール ５９ 

２０１４年

１０月３１

日 １ ８ : ５

１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 
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特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

７７ 
文 書

１ 
メール ６０ 

２０１４年

１０月３１

日 １ ８ : ２

２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

７８ 
文 書

１ 
メール ６１ 

２０１４年

１０月３１

日 １ ３ : ４

２ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

７９ 
文 書

１ 
メール ６２ 

２０１４年

１０月３１

日 １ ３ : ２

５ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

８０ 
文 書

１ 
メール ６３ 

２０１４年

１０月３０

日 １ ２ : ３

５ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

８２ 
文 書

１ 
メール ６５ 

２０１４年

８月１９日

２０:１２ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

８３ 
文 書

１ 
メール ６６ 

２０１４年

８月１９日

１２:５５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 
２号イ

及びロ
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並びに

６号 

８４ 
文 書

１ 
メール ６７ 

２０１４年

８月１９日

１２:２８ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

８５ 
文 書

１ 
メール ６８ 

２０１４年

１０月２８

日 １ ３ : １

０ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

８７ 
文 書

１ 
メール ６９ 

２０１４年

１０月２１

日 １ ９ : ４

２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

８８ 
文 書

１ 
メール ７０ 

２０１４年

１０月２１

日 １ ５ : ５

９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

８９ 
文 書

１ 
メール ７１ 

２０１４年

８月２９日
全て 

２号イ

及びロ
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１９:４３ 並びに

６号 

９０ 
文 書

１ 
メール ７２ 

２０１４年

８月２８日

１８:１７ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

９１ 
文 書

１ 
メール ７３ 

２０１４年

８月２８日

１８:００ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

９２ 
文 書

１ 
メール ７４ 

２０１４年

８月２８日

１７:５９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

９３ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
１９ 

メール７４

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

９４ 
文 書

１ 
メール ７５ 

２０１４年

８月１８日

１５:２４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

９５ 
文 書

１ 
メール ７６ 

２０１４年

８月１８日

１１:０３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 
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９６ 
文 書

１ 
メール ７７ 

２０１４年

８月１５日

１８:３３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

９７ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
２０ 

メール７７

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

９８ 
文 書

１ 
メール ７８ 

２０１４年

８月１５日

１３:５７ 

メール添付ファイル

のファイル名 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

９９ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
２１ 

メール７８

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１００ 文 書 メール ７９ ２０１４年 特定会社の社員の担 ２号イ 
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１ ８月１４日

２０:３６ 

当部署名 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１０１ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
２２ 

メール７９

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１０２ 
文 書

１ 
メール ８０ 

２０１４年

８月１４日

１９:００ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１０３ 
文 書

１ 
メール ８１ 

２０１４年

８月１４日

１７:２６ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１０４ 
文 書

１ 
メール ８２ 

２０１４年

８月１４日

１６:４０ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て ２号イ
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及 び

ロ，５

号並び

に６号 

１０５ 
文 書

１ 
メール ８３ 

２０１４年

８月１４日

１５:４３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の社員の所

属する部署の所在地 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１０６ 
文 書

１ 
メール ８４ 

２０１４年

６月１９日

２２:５９ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

１０７ 
文 書

１ 
メール ８５ 

２０１４年

６月１９日

１３:２７ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

１０８ 
文 書

１ 
メール ８６ 

２０１４年

６月１８日

２３:３７ 

全て 
５号及

び６号 

１０９ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
２３ 

メール８６

添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１１１ 
文 書

１ 
メール ８７ 

２０１４年

６月１８日

２１:２４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに
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６号 

１１２ 
文 書

１ 
メール ８８ 

２０１４年

６月１８日

２０:２７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

１１３ 
文 書

１ 
メール ８９ 

２０１４年

６月１８日

２０:１９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

１１４ 
文 書

１ 
メール ９０ 

２０１３年

１２月２５

日 １ ４ : ４

４ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１１５ 
文 書

１ 
メール ９１ 

２０１３年

９月６日２

０:１４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１１６ 
文 書

１ 
メール ９２ 

２０１３年

９月５日１

８:４８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

１１７ 
文 書

１ 
メール ９３ 

２０１３年

９ 月 ５ 日

９:１９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

１１８ 
文 書

１ 
メール ９４ 

２０１３年

９月４日１

８:１３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の ２号イ 
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直通ＦＡＸ番号 

１１９ 
文 書

１ 
メール ９５ 

２０１３年

８月２７日

９:０５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

１２０ 
文 書

１ 
メール ９６ 

２０１３年

８月２６日

２０:５８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

１２１ 
文 書

１ 
メール ９７ 

２０１３年

８月２６日

１８:５１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

１２２ 
文 書

１ 
メール ９８ 

２０１３年

８月２３日

１８:３３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２ 号

イ，５

号及び
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６号 

１２３ 
文 書

１ 
メール ９９ 

２０１３年

８月２３日

１８:０７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

１２４ 
文 書

１ 
メール 

１ ０

０ 

２０１３年

８月２３日

９:３８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１２５ 
文 書

１ 
メール 

１ ０

１ 

２０１３年

８月２２日

２０:４５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１２６ 
文 書

１ 
メール 

１ ０

２ 

２０１３年

８月２２日

２０:２１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 
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１２７ 
文 書

１ 
メール 

１ ０

３ 

２０１３年

８月２２日

１７:２１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１２８ 
文 書

１ 
メール 

１ ０

４ 

２０１３年

８月２２日

１５:５２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

１２９ 
文 書

１ 
メール 

１ ０

５ 

２０１３年

８月２１日

１６:１６ 

全て 

２号イ

及び６

号 

１３０ 
文 書

１ 
メール 

１ ０

６ 

２０１３年

８月２１日

１６:１４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１３１ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
２５ 

メール１０

６添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１３２ 
文 書

１ 
メール 

１ ０

７ 

２０１３年

８月１５日

１８:０３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の ２号イ 
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直通ＦＡＸ番号 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１３３ 
文 書

１ 
メール 

１ ０

８ 

２０１３年

８月１５日

４:１８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１３４ 
文 書

１ 
メール 

１ ０

９ 

２０１３年

８月１３日

２１:１８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

１３５ 
文 書

１ 
メール 

１ １

０ 

２０１３年

８月８日１

４:５９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１３６ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
２６ 

メール１１

０添付 
全て 

２号イ

及びロ
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並びに

６号 

１３７ 
文 書

１ 
メール 

１ １

１ 

２０１３年

８月１日２

１:３０ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

１３８ 
文 書

１ 
メール 

１ １

２ 

２０１３年

８月１日１

４:０７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１３９ 
文 書

１ 
メール 

１ １

３ 

２０１３年

７月２９日

１９:０８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１４０ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
２７ 

メール１１

３添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１４１ 文 書 メール １ １ ２０１３年 特定会社の社員の担 ２号イ 
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１ ４ ７月２４日

１９:４６ 

当部署名 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１４２ 
文 書

１ 
メール 

１ １

５ 

２０１３年

７月２４日

１９:３２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１４３ 
文 書

１ 
メール 

１ １

６ 

２０１３年

７月２５日

１８:３９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１４４ 
文 書

１ 
メール 

１ １

７ 

２０１３年

７月２４日

１７:２９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１４５ 
文 書

１ 
メール 

１ １

８ 

２０１３年

７月２２日

１８:２２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の ２号イ 
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直通電話番号 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１４６ 
文 書

１ 
メール 

１ １

９ 

２０１３年

７月２２日

１７:３６ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

１４７ 
文 書

１ 
メール 

１ ２

０ 

２０１３年

７月１９日

１７:２９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

１４８ 
文 書

１ 
メール 

１ ２

１ 

２０１３年

７月１９日

１７:２７ 

メール添付ファイル

のファイル名 

２号イ

及び６

号 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

１４９ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
２８ 

メール１２

１添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１５０ 
文 書

１ 
メール 

１ ２

２ 

２０１３年

５月３１日

１６:３１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の ２号イ 
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直通電話番号 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

１５１ 
文 書

１ 
メール 

１ ２

３ 

２０１３年

４月１２日

９:５８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１５２ 
文 書

１ 
メール 

１ ２

４ 

２０１３年

１月１６日

１３:１７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１５３ 
文 書

１ 
メール 

１ ２

５ 

２０１３年

１月１５日

１８:３８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１５５ 
文 書

１ 
メール 

１ ２

７ 

２０１２年

１２月２７

日 １ ０ : ４

５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

１５６ 
文 書

１ 
メール 

１ ２

８ 

２０１２年

１２月２０

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 
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日９:０３ 特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１５７ 
文 書

１ 
メール 

１ ２

９ 

２０１２年

１２月１９

日 １ ８ : １

５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１５８ 
文 書

１ 
メール 

１ ３

０ 

２０１２年

１２月１９

日 １ ５ : ０

６ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１５９ 
文 書

１ 
メール 

１ ３

１ 

２０１２年

１２月１７

日 １ ７ : ０

３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１６０ 
文 書

１ 
メール 

１ ３

２ 

２０１２年

１２月１７

日 １ ３ : ３

９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 
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特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１６１ 
文 書

１ 
メール 

１ ３

３ 

２０１２年

１２月１７

日 １ ３ : ０

２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１６２ 
文 書

１ 
メール 

１ ３

４ 

２０１２年

１２月１７

日９:４７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１６３ 
文 書

１ 
メール 

１ ３

５ 

２０１２年

１２月１４

日 １ ０ : ０

２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１６４ 
文 書

１ 
メール 

１ ３

６ 

２０１２年

１２月１２

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 
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日 １ ５ : ４

４ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１６５ 
文 書

１ 
メール 

１ ３

７ 

２０１２年

８月１７日

１２:１７ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

１６６ 
文 書

１ 
メール 

１ ３

８ 

２０１２年

１０月１１

日 １ ５ : ３

０ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１６７ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
２９ 

メール１３

８添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

１６８ 
文 書

１ 
メール 

１ ３

９ 

２０１２年

１０月１１

日 １ ４ : ２

０ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１６９ 
文 書

１ 
メール 

１ ４

０ 

２０１２年

１０月１０

日 １ ３ : ５

４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 
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特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１７０ 
文 書

１ 
メール 

１ ４

１ 

２０１２年

１０月１０

日 １ ０ : ４

７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１７１ 
文 書

１ 
メール 

１ ４

２ 

２０１２年

１０月１０

日 １ ０ : ０

４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１７２ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３０ 

メール１４

２添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１７３ 
文 書

１ 
メール 

１ ４

３ 

２０１２年

１０月５日

１８:５８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 
２号イ

及びロ
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並びに

６号 

１７４ 
文 書

１ 
メール 

１ ４

４ 

２０１２年

１０月４日

２０:０９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１７５ 
文 書

１ 
メール 

１ ４

５ 

２０１２年

１０月２日

８:５１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１７６ 
文 書

１ 
メール 

１ ４

６ 

２０１２年

１０月１日

１７:０５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１７７ 
文 書

１ 
メール 

１ ４

７ 

２０１２年

１０月１日

１０:２９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 
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上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１７８ 
文 書

１ 
メール 

１ ４

８ 

２０１２年

９月２８日

２３:５３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１７９ 
文 書

１ 
メール 

１ ４

９ 

２０１２年

９月２８日

２１:３９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１８０ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３１ 

メール１４

９添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

１８１ 
文 書

１ 
メール 

１ ５

０ 

２０１２年

９月２８日

１７:５９ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１８２ 
文 書

１ 
メール 

１ ５

１ 

２０１２年

９月２７日

９:０１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の ２号イ 
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直通ＦＡＸ番号 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１８３ 
文 書

１ 
メール 

１ ５

２ 

２０１２年

９月２６日

１８:１８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１８４ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３２ 

メール１５

２添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１８５ 
文 書

１ 
メール 

１ ５

３ 

２０１２年

９月２５日

１４:３７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１８６ 
文 書

１ 
メール 

１ ５

４ 

２０１２年

９月２１日

１６:２７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５
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号並び

に６号 

１８７ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３３ 

メール１５

４添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１８８ 
文 書

１ 
メール 

１ ５

５ 

２０１２年

９月２１日

１５:４８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１８９ 
文 書

１ 
メール 

１ ５

６ 

２０１２年

９月２１日

１４:０２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１９０ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３４ 

メール１５

６添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１９１ 
文 書

１ 
メール 

１ ５

７ 

２０１２年

９月１４日

２０:１１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 
２号イ

及びロ
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並びに

６号 

１９２ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３５ 

メール１５

７添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１９３ 
文 書

１ 
メール 

１ ５

８ 

２０１２年

９月１２日

２０:１３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１９４ 
文 書

１ 
メール 

１ ５

９ 

２０１２年

９月１０日

１２:４６ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１９５ 
文 書

１ 
メール 

１ ６

０ 

２０１２年

９月１０日

８:２８ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１９６ 
文 書

１ 
メール 

１ ６

１ 

２０１２年

９月７日１

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 



 

 75 

８:３８ 特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１９７ 
文 書

１ 
メール 

１ ６

２ 

２０１２年

９ 月 ７ 日

１:３４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１９８ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３６ 

メール１６

２添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

１９９ 
文 書

１ 
メール 

１ ６

３ 

２０１２年

９月５日１

９:３０ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２００ 
文 書

１ 
メール 

１ ６

４ 

２０１２年

９ 月 ３ 日

８:５６ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の ２号イ 
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直通ＦＡＸ番号 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２０１ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３７ 

メール１６

４添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２０２ 
文 書

１ 
メール 

１ ６

５ 

２０１２年

８月２７日

１８:３０ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２０３ 
文 書

１ 
メール 

１ ６

６ 

２０１２年

８月２４日

３:５０ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２０４ 
文 書

１ 
メール 

１ ６

７ 

２０１２年

８月２３日

１５:２５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２０５ 
文 書

１ 
メール 

１ ６

８ 

２０１２年

８月２３日

１４:４３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 
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特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２０６ 
文 書

１ 
メール 

１ ６

９ 

２０１２年

８月２２日

１９:０５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

２０７ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３８ 

メール１６

９添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２０８ 
文 書

１ 
メール 

１ ７

０ 

２０１２年

８月２１日

１９:３５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２０９ 
文 書

１ 
メール 

１ ７

１ 

２０１２年

８月２１日

１９:３２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２１０ 
文 書

１ 
メール 

１ ７

２ 

２０１２年

８月２１日

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 
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１９:２１ 特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２１１ 
文 書

１ 
メール 

１ ７

３ 

２０１２年

８月２１日

１２:５４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２１２ 
文 書

１ 
メール 

１ ７

４ 

２０１２年

８月２１日

１２:２５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２１３ 
文 書

１ 
メール 

１ ７

５ 

２０１２年

８月２０日

１９:３５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 
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２１４ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
３９ 

メール１７

５添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２１５ 
文 書

１ 
メール 

１ ７

６ 

２０１２年

８月２０日

１１:５２ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２１６ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４０ 

メール１７

６添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２１７ 
文 書

１ 
メール 

１ ７

７ 

２０１２年

８月１７日

１９:０３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２１８ 
文 書

１ 
メール 

１ ７

８ 

２０１２年

８月１７日

１７:０７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２１９ 
文 書

１ 
メール 

１ ７

９ 

２０１２年

８月１７日

１３:３１ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 
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特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２２０ 
文 書

１ 
メール 

１ ８

０ 

２０１２年

８月１７日

１３:２４ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２２１ 
文 書

１ 
メール 

１ ８

１ 

２０１２年

８月１７日

１１:３３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２２２ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４１ 

メール１８

１添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２２３ 
文 書

１ 
メール 

１ ８

２ 

２０１２年

８月１６日

１０:５０ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２２４ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４２ 

メール１８

２添付 
全て 

２ 号

イ，５

号及び
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６号 

２２５ 
文 書

１ 
メール 

１ ８

３ 

２０１２年

８月１６日

１０:４１ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２２６ 
文 書

１ 
メール 

１ ８

４ 

２０１２年

８月１５日

１８:２８ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

２２７ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４３ 

メール１８

４添付 
全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

２２８ 
文 書

１ 
メール 

１ ８

５ 

２０１２年

８月１５日

１８:２８ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２２９ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４４ 

メール１８

５添付 
全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

２３０ 
文 書

１ 
メール 

１ ８

６ 

２０１２年

８月１５日

１７:００ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２３１ 
文 書

１ 
メール 

１ ８

７ 

２０１２年

８月１５日

１４:０７ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２３２ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４５ 

メール１８

７添付 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２３３ 
文 書

１ 
メール 

１ ８

８ 

２０１２年

８月１４日

１６:４２ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに
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６号 

２３４ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４６ 

メール１８

８添付 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２３５ 
文 書

１ 
メール 

１ ８

９ 

２０１２年

８月１４日

１３:３１ 

全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

２３６ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４７ 

メール１８

９添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２３８ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４８ 

メール１９

０添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２３９ 
文 書

１ 
メール 

１ ９

１ 

２０１２年

８月９日１

２:５７ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２４０ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
４９ 

メール１９

１添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２４１ 
文 書

１ 
メール 

１ ９

２ 

２０１２年

８月８日１

８:２１ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２４２ 
文 書

１ 
メール 

１ ９

３ 

２０１２年

８月８日１

６:５９ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに
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６号 

２４３ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
５０ 

メール１９

３添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２４４ 
文 書

１ 
メール 

１ ９

４ 

２０１２年

８月３日１

７:５７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

２４５ 
文 書

１ 
メール 

１ ９

５ 

２０１２年

８月３日１

７:４９ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

２４６ 
文 書

１ 
メール 

１ ９

６ 

２０１２年

８月３日１

７:３９ 

全て 

２号イ

及び６

号 

２４７ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
５１ 

メール１９

６添付 
全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２４８ 
文 書

１ 
メール 

１ ９

７ 

２０１２年

８月２日１

４:００ 

メールの件名 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び
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に６号 

２４９ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
５２ 

メール１９

７添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２５０ 
文 書

１ 
メール 

１ ９

８ 

２０１２年

８月２日１

１:４５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２５２ 
文 書

１ 
メール 

２ ０

０ 

２０１２年

８ 月 １ 日

９:４９ 

メールの件名 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２５３ 
文 書

２ 

添付フ

ァイル 
５３ 

メール２０

０添付 
全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２５４ 
文 書

１ 
メール 

２ ０

１ 

２０１２年

７月３０日

２１:３８ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２５５ 
文 書

１ 
メール 

２ ０

２ 

２０１２年

７月１１日

１２:４３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

上記以外の全て ２号イ
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及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２５６ 
文 書

１ 
メール 

２ ０

３ 

２０１２年

７月４日１

９:３７ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

２５７ 
文 書

１ 
メール 

２ ０

４ 

２０１２年

７月４日１

６:１５ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及び６

号 

２５８ 
文 書

１ 
メール 

２ ０

５ 

２０１２年

６月２９日

１８:３６ 

全て 

２号イ

及び６

号 

２５９ 
文 書

１ 
メール 

２ ０

６ 

２０１２年

６月２９日

１４:１６ 

全て 

２号イ

及び６

号 

２６０ 
文 書

３ 
資料 １ ― 全て 

２号イ

及び６

号 

２６１ 
文 書

３ 
資料 ２ ― 全て 

２ 号

イ，５

号及び

６号 

２６２ 
文 書

１ 
メール 

２ ０

７ 

２０１４年

２月１９日

１２:０３ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５
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号並び

に６号 

２６３ 
文 書

１ 
メール 

２ ０

８ 

２０１３年

１０月１日

１５:２３ 

特定会社の社員の担

当部署名 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通電話番号 
２号イ 

特定会社の非公開の

直通ＦＡＸ番号 
２号イ 

上記以外の全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２６４ 
文 書

１ 
メール 

２ ０

９ 

２０１３年

１０月７日

９:０２ 

全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 

２６５ 
文 書

１ 
メール 

２ １

０ 

２０１４年

１０月３０

日 １ １ : ０

９ 

全て 

２号イ

及 び

ロ，５

号並び

に６号 

２６６ 
文 書

３ 
資料 ３ ― 全て 

２号イ

及びロ

並びに

６号 
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別表５ 別表４に掲げる文書２に係る不開示部分のうち，特定会社に係る経済

産業省内及び関係省庁間の検討事項及び協議内容が記載されている部分 

 

通し番号 

４０，４５，４７，４９，５３，５７，５９，６１，６４，６６，１０９，

１３６，１４０，１６７，１８０，２２４，２２７，２２９，２３２，２３

４，２３６，２３８，２４０，２４７，２４９及び２５３ 
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別表６ 本件不開示部分のうち，常勤の公務員の氏名に係る部分 

 

不開示部分 

通し番号 頁等 

１９４ １頁５行目４文字目ないし９文字目 

１９７ １頁５行目４３文字目ないし４８文字目 

２００ １頁５行目２４文字目ないし２９文字目 
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別表７ 本件不開示部分のうち，非常勤の公務員の氏名及び職名に係る部分 

 

職名 不開示部分 

通し番号 頁等 

特定職名 １８ １頁４行目及び８行目 

Ａ ３３ １頁２行目，７行目，１６行目，１９行目，２１行

目，２３行目及び２４行目 

３４ １頁４行目，７行目，９行目，１１行目及び１２行目 

３５ １頁２行目，７行目，１６行目及び２０行目 

４１ １頁５行目，６行目，２０行目，２１行目左から１番

目，３４行目及び３５行目左から１番目並びに２頁８

行目，９行目左から１番目及び２７行目 

４２ １頁５行目，６行目，２０行目，２１行目左から１番

目，３３行目及び３４行目左から１番目並びに２頁１

２行目 

４３ １頁５行目，６行目，１９行目，２０行目左から１番

目，３２行目及び３３行目左から１番目並びに２頁１

２行目 

４４ １頁５行目，６行目，２０行目及び２１行目左から１

番目並びに２頁１行目 

４６ １頁４行目，８行目，２２行目及び２３行目左から１

番目並びに２頁４行目 

４８ １頁５行目，６行目及び２６行目 

５２ １頁５行目及び６行目 

５４ １頁２行目，１４行目及び１８行目 

５６ １頁１７行目，２０行目，２８行目及び３３行目，２

頁４行目，７行目，１７行目，２２行目及び３８行

目，３頁２行目，１３行目及び１８行目並びに４頁１

行目，５行目及び１０行目 

５８ １頁４行目，８行目，１６行目，２１行目，２８行目

及び３１行目，２頁３行目，８行目，２４行目及び３

０行目並びに３頁２行目，７行目，２７行目，３１行

目及び３６行目 

６０ １頁２行目，８行目，１５行目，１８行目，２８行目

及び３３行目，２頁１２行目，１８行目，２９行目及

び３４行目並びに３頁１５行目，１９行目及び２４行

目 
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６２ １頁２１行目，２４行目，３４行目及び３９行目，２

頁１６行目，２２行目，３３行目及び３８行目並びに

３頁１９行目，２３行目及び２８行目 

６３ １頁４行目，８行目，１８行目及び２３行目，２頁２

行目，８行目，１９行目及び２４行目並びに３頁４行

目，８行目及び１３行目 

７９ １頁２行目，７行目，２３行目及び２９行目並びに２

頁２行目，７行目，２７行目，３１行目及び３６行目 

８０ １頁２行目，７行目，２１行目及び２４行目 

８２ １頁４行目及び１９行目，２頁４行目，７行目，２１

行目及び３１行目並びに３頁４行目，２４行目及び２

７行目 

８４ １頁４行目，２１行目及び３１行目並びに２頁４行

目，２４行目及び２７行目 

９０ １頁４行目，７行目及び９行目 

９８ １頁４行目及び８行目 

１０４ １頁４行目及び８行目 

１１５ １頁４行目，７行目及び１８行目 

１１６ １頁５行目及び３４行目並びに２頁３１行目 

１１７ １頁５行目及び２頁１行目 

１１８ １頁５行目 

１１９ １頁５行目左から１番目及び２頁２２行目左から１番

目 

１２０ １頁５行目及び３６行目左から１番目 

１２１ １頁４行目及び１５行目並びに２頁３行目左から１番

目 

１２２ １頁４行目及び２９行目左から１番目 

１２３ １頁５行目左から１番目 

１２４ １頁５行目左から１番目並びに２頁１１行目及び３８

行目左から１番目 

１２５ １頁５行目及び３２行目左から１番目 

１２６ １頁５行目及び３２行目２５文字目ないし３８文字

目，３頁１行目左から１番目及び３２行目左から１番

目，４頁３０行目左から１番目，５頁２７行目左から

１番目並びに６頁６行目左から１番目 

１２７ １頁５行目２５文字目ないし３８文字目，２頁１７行

目左から１番目，３頁９行目左から１番目，４頁５行

目左から１番目並びに５頁５行目左から１番目及び２
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２行目左から１番目 

１２８ １頁５行目左から１番目 

１２９ １頁５行目左から１番目 

１３０ １頁５行目左から１番目，２頁１行目左から１番目及

び３２行目左から１番目，３頁３０行目左から１番

目，４頁２７行目左から１番目並びに５頁６行目左か

ら１番目 

１３２ １頁５行目左から１番目及び２２行目左から１番目，

２頁１６行目左から１番目，３頁１１行目左から１番

目及び４頁１１行目左から１番目及び２８行目左から

１番目 

１３３ １頁５行目左から１番目並びに２頁９行目左から１番

目及び２６行目左から１番目 

１３４ １頁５行目及び１８行目左から１番目 

１３５ １頁５行目左から１番目 

１３７ １頁５行目，１７行目左から１番目及び３３行目左か

ら１番目，２頁３４行目左から１番目，３頁９行目左

から１番目，４頁７行目左から１番目並びに５頁２２

行目左から１番目 

１３８ １頁５行目左から１番目，２頁２行目左から１番目及

び４３行目左から１番目，３頁１５行目左から１番

目，４頁１４行目左から１番目並びに５頁３０行目左

から１番目 

１３９ １頁５行目左から１番目及び２３行目左から１番目，

２頁１行目左から１番目及び４１行目左から１番目並

びに４頁１４行目左から１番目 

１４１ １頁４行目，７行目及び２２行目 

１４２ １頁５行目及び２７行目左から１番目 

１４３ １頁５行目左から１番目及び３７行目左から１番目 

１４４ １頁５行目左から１番目 

１４５ １頁５行目左から１番目，２頁１９行目左から１番

目，３頁１１行目及び３５行目左から２番目並びに４

頁１８行目及び３３行目左から１番目 

１４６ １頁５行目左から１番目及び３５行目左から１番目，

２頁３０行目，３頁１１行目左から２番目及び３９行

目並びに４頁８行目左から１番目 

１４７ １頁５行目 

１４８ １頁５行目左から１番目及び４３行目，２頁２４行目
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左から２番目並びに３頁９行目及び２４行目左から１

番目 

１５０ １頁５行目１６文字目ないし２９文字目及び２３行目

１６文字目ないし２９文字目 

１５１ １頁４行目，７行目及び１７行目 

１５２ １頁５行目１８文字目ないし３０文字目 

１５５ １頁４行目２４文字目ないし３６文字目，７行目及び

２０行目 

１５６ １頁５行目左から３番目及び６行目１文字目ないし１

０文字目 

１５９ １頁４行目，１０行目，２３行目６文字目ないし９文

字目及び４１行目，２頁１５行目，３１行目６文字目

ないし９文字目及び３９行目並びに３頁３行目，２０

行目及び４５行目 

１６０ １頁４行目，１０行目，２６行目６文字目ないし９文

字目，３４行目及び４２行目並びに２頁１７行目及び

４２行目 

１６１ １頁２行目５文字目ないし８文字目，１０行目，１８

行目及び３５行目並びに２頁２１行目 

１６２ １頁４行目，１１行目及び３４行目 

１６３ １頁２行目５文字目ないし８文字目及び７行目並びに

２頁８行目 

１６４ １頁４行目及び１１行目 

１６５ １頁８行目５文字目ないし８文字目及び１２行目左か

ら２番目 

１６６ １頁１４行目及び２９行目 

１６８ １頁５行目１０文字目ないし２２文字目，４頁９行目

及び５頁４７行目 

１６９ １頁５行目左から２番目，４頁９行目及び５頁４７行

目 

１７０ ２頁３５行目及び４頁４１行目 

１７１ １頁５行目３５文字目ないし４７文字目及び４１行目

並びに３頁２８行目 

１７３ １頁５行目３５文字目ないし４７文字目及び３２行目

並びに３頁２０行目 

１７４ １頁５行目左から１６文字目ないし２９行目及び２頁

１行目 

１７５ １頁５行目左から１６文字目ないし２９行目及び２頁
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１行目 

１７７ １頁５行目左から１６文字目ないし２９行目及び３２

行目 

１７８ １頁５行目１０文字目ないし２３文字目 

１７９ １頁１１行目 

１８２ １頁５行目３５文字目ないし４７文字目及び３７行目 

１８３ １頁５行目１０文字目ないし２３文字目 

１８９ １頁５行目１０文字目ないし２３文字目 

１９１ １頁５行目１０文字目ないし２３文字目，２頁１７行

目及び６頁３行目 

１９３ １頁５行目１０文字目ないし２３文字目及び３７行目

並びに５頁２６行目 

１９４ １頁５行目１０文字目ないし２３文字目及び３１行目

並びに５頁２１行目 

１９５ １頁５行目１５文字目ないし２８文字目及び４頁３行

目 

１９６ ３頁２７行目 

１９７ １頁５行目２９文字目ないし４２文字目及び２頁１５

行目 

１９９ ５頁２９行目 

２００ １頁５行目１０文字目ないし２３文字目及び３頁４９

行目 

２０２ １頁３５行目 

２０３ １頁５行目左から２番目及び３頁３８行目 

２０４ ３頁２６行目 

２０５ １頁５行目２９文字目ないし４１文字目及び２頁１６

行目 

２０６ １頁５行目左から２番目 

２０８ ５頁３２行目 

２０９ ５頁４３行目 

２１０ １頁５行目左から２番目及び４頁２６行目 

２１１ １頁５行目左から２番目及び４頁１６行目 

２１２ ３頁２２行目 

２１３ １頁５行目２９文字目ないし４１文字目及び２頁１６

行目 

２１５ １頁５行目２９文字目ないし４１文字目及び４０行目 

２１７ １頁２１行目 
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２１８ １頁５行目１０文字目ないし２２文字目 

２１９ １頁５行目左から２番目 

２２１ １頁５行目１０文字目ないし２２文字目 

２３２ １頁４行目 

２３４ １頁４行目 

２３５ １頁２５行目左から２番目及び２頁１行目 

２３７ １頁９行目 

２４２ １頁５行目１５文字目ないし２８文字目 

２４５ １頁５行目１５文字目ないし２８文字目 

２４８ ８頁９行目左から２番目及び１８行目 

２５２ ６頁１４行目左から２番目及び２３行目 

２５４ １頁２４行目左から２番目及び２頁１行目 

２５５ １頁１７行目 

２６２ １頁４行目，１５行目，１７行目及び３５行目並びに

２頁１５行目，３０行目及び３９行目 

２６３ １頁４行目，７行目，３１行目及び３６行目 

２６４ １頁５行目 

２６５ １頁１行目，４行目及び７行目 

特定職名

Ｂ 

文書１の

各通し番

号 

（通し番

号２６５

を除く） 

１頁１行目 

特定職名

Ｃ 

４１ １頁７行目，８行目，２１行目左から２番目及び３番

目，２２行目，３５行目左から２番目及び３番目及び

３６行目並びに２頁９行目左から２番目及び３番目及

び１０行目 

  ４２ １頁７行目，８行目，２１行目左から２番目及び３番

目，２２行目，３４行目左から２番目及び３番目並び

に３５行目 

４３ １頁７行目，８行目，２０行目左から２番目及び３番

目，２１行目，３３行目左から２番目及び３番目並び

に３４行目 

４４ １頁７行目，８行目，２１行目左から２番目及び３番

目並びに２２行目 

４６ １頁２３行目左から２番目及び２４行目 

４８ １頁７行目及び８行目 
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５６ ２頁３９行目ないし４１行目及び４頁６行目ないし８

行目 

５８ ２頁２５行目ないし２７行目及び３頁３２行目ないし

３４行目 

６０ ２頁１３行目ないし１５行目及び３頁２０行目ないし

２２行目 

６２ ２頁１７行目ないし１９行目及び３頁２４行目ないし

２６行目 

６３ ２頁３行目ないし５行目及び３頁９行目ないし１１行

目 

７９ １頁２４行目ないし２６行目及び２頁３２行目ないし

３４行目 

 


